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総合資源エネルギー調査会 

省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会／ 

電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会 

系統ワーキンググループ（第 36回) 

 

日時 令和４年３月 14日（月）14：00～16：40 

場所 オンライン開催 

 

資料 

【資料１】再生可能エネルギー出力制御の長期見通しについて［事務局］ 

【資料２－１】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［東北電力ネット

ワーク］ 

【資料２－２】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［北海道電力ネッ

トワーク］ 

【資料２－３】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［東京電力パワー

グリッド］ 

【資料２－４】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［中部電力パワー

グリッド］ 

【資料２－５】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［北陸電力送配電］ 

【資料２－６】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［関西電力送配電］ 

【資料２－７】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［中国電力ネット

ワーク］ 

【資料２－８】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［四国電力送配電］ 

【資料２－９】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［九州電力送配電］ 

【資料２－１０】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［沖縄電力］ 

【資料３】北海道における調整力に関わるシミュレーション結果について［北海道電力ネッ

トワーク］ 

【資料４】北海道における再エネ導入拡大に向けた調整力制約への対応［事務局］ 

【資料５】再エネ大量導入のために必要となるグリッドコードの検討［電力広域的推進機関］ 

【資料６】グリッドコードについて［事務局］ 

 

１．開会 

 

○小川電力基盤整備課長 

 それでは、定刻となりましたので、ただ今より総合資源エネルギー調査会新エネルギー小

委員会と電力・ガス基本政策小委員会の下の、系統ワーキンググループ第 36 回の会合を開
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催いたします。 

 本日は、ご多忙のところご出席いただき、ありがとうございます。本日のワーキンググル

ープは、オンラインでの開催とさせていただきます。また、本日は、全ての委員にご出席い

ただいております。また、本日、オブザーバーとして関係業界などからもご参加いただいて

おります。委員の先生方におかれましては、これまでと同様、可能であれば本ワーキンググ

ループ中はビデオをオンの状態でご審議いただきますよう、お願いいたします。また、ご発

言のとき以外はマイクをミュートの状態にしていただきますよう、お願いいたします。ご発

言をご希望の際には、ミュートを解除の上、ご自身の手を挙げて声を掛けていただき、ある

いは必要な場合にはメッセージをいただき、座長からのご指名をお待ちいただきますよう、

お願いいたします。 

 続きまして、議事に入ります。これよりの議事の進行につきましては、座長にお願いいた

します。荻本座長、よろしくお願いいたします。 

 

２．議題 

 

○荻本座長 

 はい、どうもありがとうございます。荻本です。 

 それでは、本日の議事に入りたいと思います。本日は３つの議題が予定されております。

一つ一つの議題が終わるごとに質疑の時間を設けて進めていく予定です。 

 はじめに、１つ目の議題、再エネ出力制御の長期見通しにつきまして、まず事務局から資

料１に基づきご説明をお願いいたします。 

 

【資料１】再生可能エネルギー出力制御の長期見通しについて［事務局］ 

○小川電力基盤整備課長 

 電力基盤課長の小川です。それでは、まず資料１をご覧いただきたいと思います。２ペー

ジ目になります。 

 今回の長期見通しにつきましては、長期の見通しというところ、少し算定方法は後ほどご

説明しますが、試算方法も変えての試算というところと、３つ目のポツにありますけれども、

これまでご議論をいただいてきております対策を実施した場合にどのような効果が得られ

るかといった点もお示しいただくこととしております。 

 ４つ目のポツのところにありますけれども、これまで過去に行ってきた試算と同様、これ

はあくまで試算値であるということで、実際にどういった条件の時に発生するかといった

ところにつきましては、その時々の状況によるというところを留意点として記しておりま

す。 

 具体の算定方法のところは、６ページ目、昨年 10 月の本ワーキンググループでお示しし

た資料をご覧いただければと思います。本日、各事業者からは、このフォーマットに沿った
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形でご説明いただく予定であります。 

 大きな点としましては、中ほどにありますまず再エネの導入見通しのところ、ここにつき

ましては、次の７ページにいろいろ条件が書いてあります。６ページでいいますと、中ほど

で数字が入っていない××万ｋＷ、あるいはその先の右のほうに蓄電池を導入した場合、火

力の最低出力を引下げた場合など、数字が入っておりませんけれども、この考え方につきま

しては、次の７ページに記しております。 

 まず１つ目の再エネの導入につきましては、７ページ、一番下になりますけれども、注１

のところに記しております。 

太陽光と風力について、足元から 2021 年度供給計画 2030 年の導入量の伸びの 1.5 倍程度

まで導入された場合を想定したものと。供給計画は、今、まさに新しい 2022 年度の取りま

とめ中でありますけれども、直近の計画といっても１年前時点での 2030 年の導入量につい

て、昨年 10 月にエネ基が閣議決定されたことも受けまして、2030 年の導入量の伸びを 1.5

倍程度とすることで今回の試算を行っているということになります。 

 それから、対策のところは、具体をどれぐらいの数字にするか、これは同じこのスライド

の枠囲いの中の需要対策、供給対策、系統対策と、それぞれ記しております。例えば需要対

策でいいますと、各エリア最低需要の 10％分について、蓄電池６時間容量分の需要創出と

仮定したとか。供給対策でいえば、火力の最低出力を 20％としたと。これもあくまで仮定

であります。さらに、系統対策については、地域間連系線の増強。具体的なところは括弧に

記してありますけれども、この中には既に建設が始まっているものと、今、まさにマスター

プランの策定過程において議論をされているものの両方が混在しておりますけれども、こ

れらを仮定した場合の効果ということで試算いただいております。 

 全体の試算結果などにつきましては、各社のご説明の後に、またまとめてこの資料でご説

明しますが、冒頭、事務局からのご説明は以上になります。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ちょっと１点ご質問なんですけれども。新たな導入量の各地域の

配分はどのように考えられたんでしょうか。 

○小川電力基盤整備課長 

 すみません。ご説明が足りておりませんでした。各配分という点では、この注１にありま

す 2021 年供給計画、各一般送配電事業者が見込んでいる 2030 年の導入量、それぞれを 1.5

倍程度にしております。そういった意味では、エリアの配分という意味でいうと、各エリア

で見込んだものをそのまま 1.5 倍にしているという形になります。 

○荻本座長 

 分かりました。じゃあ、それぞれのエリアでその 1.5 倍がどう算出されたかたかは、各社

で説明いただくということでよろしいですか。どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして東北電力ネットワークから、資料２‐１の説明をお願いいたします。 

○阿部オブザーバー 
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 東北電力ネットワークの阿部でございます。聞こえますでしょうか。 

○荻本座長 

 はい、大丈夫です。 

 

【資料２－１】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［東北電力ネット

ワーク］ 

○阿部オブザーバー 

 それでは、資料に基づきまして説明させてもらいます。 

 ２ページ目をお開きください。ここでは、算定の前提条件や考え方を整理してございます。

１点目では、優先給電ルールに基づきまして、火力、バイオマスを最低出力まで最大限まで

抑制すること。２点目については、ルール間、事業者間の制御機会が均等になるように制御

すること。３点目で、2021 年９月末時点の太陽光・風力の連系量を前提として、追加的に

接続された場合の無制限無補償ルールの事業者さまの出力制御見通しを算定すること。あ

と４点目として、事務局さまから説明がありましたが、対策を導入したときの効果を算定す

ることでございます。 

 次に、３ページ目には、算定条件の一覧表、昨年度の比較を載せてございますが、基本的

には設備量の更新による見直しでございますので、説明は割愛させていただきます。 

 ４ページ目が、算定のプロセスの流れを記載してございます。最初に検討断面を決めまし

て、次に検討する需要を想定いたします。そして、ステップ３で検討断面におけるベース出

力の想定を行い、ステップ４で再エネ自体の出力を想定いたします。その後、ステップ５で

優先給電ルールによる出力制御回避措置等も考慮した需給解析を行いまして、制御見通し

の算定を実施してございます。 

 ５ページ目には、ステップ１の検討断面の想定ということを記載してございまして、１年

間 8,760 時間を３年分検討することを記載してございます。下の図は、４ページでご説明し

たプロセスの流れを整理したものでございます。 

 ６ページでは、ステップ２の需要想定を整理してございます。３年間の東北エリアの需要

実績を使用いたしますが、需要実績には自家消費分も加算して想定してございます。 

 ページをおめくりいただきまして、８ページ目をお開きください。ここからがステップ３

のベース出力の想定になります。ベース出力については、長期的な傾向を把握するため、震

災前 30 年の平均値を使用してございます。 

 ８ページには原子力、９ページには水力、あと 10 ページには地熱、11 ページにバイオマ

スの想定内容を記載してございます。 

 12 ページまでお進みいただきまして、ここからが再エネの出力想定ということになりま

す。太陽光、風力とも、特別高圧に接続している箇所は、発電実績データを蓄積してござい

ますので、それに将来の設備量の増加を加味して将来の電源拡大時の出力を想定してござ

います。 
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 13 ページ目に、太陽光の想定方法を少し補足してございますが、太陽光の場合、小規模

なものが多く、個々の出力を把握することが困難ですので、その部分は気象庁のアメダスデ

ータと各県の設備量からエリア全体の発電量を想定してございます。 

 14 ページ目以降が優先給電ルールによる回避措置になります。まず、火力のうち調整電

源である電源Ⅰ・Ⅱについて、各種運転制約を考慮した上で、可能な限り最低出力まで抑制

をいたします。その次に、電源Ⅲを最低出力まで抑制するということで、この前提で東北エ

リアの火力を抑制した例が下の表のところに示してございます。 

 次に、15 ページをお開きください。15 ページには、揚水式水力と系統用蓄電池による回

避措置というものを記載してございます。 

 ページをめくりまして、さらに 16 ページでは、会社間連系線の活用について記載してご

ざいます。算定に当たっては、連系線の容量を 100％活用できる場合と活用できない場合、

この２ケースで検討してございます。 

 次に、ページをおめくりしていただいて、18 ページをお開きください。ここからが将来

の再エネ導入量の想定方法を記載してございます。2021 年９月時点の導入実績、これに将

来の連系拡大量を加味して、将来の再エネの設備量を想定してございます。拡大量としては、

供給計画における 30 年度までの拡大量○2 といたしまして、その半量と想定したものを○1 、

1.5 倍と想定したものが○3 として、この３ケースについて検討をしてございます。 

 18 ページが太陽光、19 ページが風力の想定になってございます。 

 ページが戻って恐縮ですが、17 ページをお開きいただけますでしょうか。ここでは○2 の

ケースで想定したときの需給バランスの例をお示ししてございます。将来的に 12 時の時間

帯で大体 600 万キロワット程度の出力制限が必要になるという結果になってございます。

このような計算を３年分１時間刻みで計算いたしまして、出力制御の見通しを算定してい

るというような検討をしてございます。 

 それでは 20 ページをお開きください。20 ページが出力制御見通しの検討結果というこ

とでございます。上段のほうが連系線を活用できなかった場合、下段が 100％活用できた場

合になります。将来の再エネの連係拡大により、出力制御時間が大きな数値になってござい

ますが、連系線の活用によりいずれのケースも 20％程度減少するという結果になってござ

います。 

 21 ページから 23 ページまでは、各年度の検討結果ということをお付けしてございます。 

 24 ページ、ここからが出力制御低減策の説明ということになります。まず、ａとして蓄

電池を最小需要の 10％程度導入した場合、ｂとして火力等の最低出力を引き下げた場合、

また次のページで、ｃとして会社間連系線の増強をした場合になります。 

 25 ページを開いていただけますでしょうか。東北エリアの場合は、既に北海道、東京エ

リアとの連系線増強が計画されておりますので、その計画を織り込むとこうなるという結

果をお示ししてございます。 

 26 ページ目をお開きください。こちらが低減策を踏まえた検討結果ということでござい
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ます。ここでは再エネの導入量が最も多い○3 のケースをベースに算定してございます。蓄電

池を導入した場合で４％程度、火力等の最低出力を引き下げた場合で 15％程度低減すると

いうことでございます。また、連系線増強分を全量活用した場合については、40％以上低減

して、0.6％まで減少するとの結果になってございます。 

 制御見通しの算定は以上になりますけれども、次に 30ページをお開きください。最後に、

東北北部エリア電源接続案件募集プロセスにおける暫定連系対策について少し説明をさせ

ていただきます。 

 31 ページに、開発方針の見直しについて記載してございます。本プロセスの系統増強工

事には相応の時間を要するため、当社は発電設備の早期連系に向けて暫定連系システムを

開発するということをこれまで説明させていただいておりました。現在、このシステムの開

発に着手してございますが、2023 年度に一定順序による再給電方式が導入されることにな

りましたので、それに対応したシステムの開発方針に変更させていただくことにしてござ

います。 

 なお、暫定連系システム開発以降に連系を予定している発電事業者もいらっしゃいます

ので、この皆さまには 2022 年度以降の調整電源の活用による再給電方式、この開始のタイ

ミングで早期の連系が可能となるということを既にお知らせしているところでございます。 

 弊社からの説明は以上になります。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして、北海道電力ネットワークから、資料２‐２の説明

をお願いいたします。 

○米岡オブザーバー 

 北海道電力ネットワークの米岡でございます。聞こえていますでしょうか。 

○荻本座長 

 はい。 

 

【資料２－２】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［北海道電力ネッ

トワーク］ 

○米岡オブザーバー 

 それでは、北海道エリアにおける再エネ出力制御見通しの算定結果についてご説明させ

ていただきます。なお、算定方法については、先ほど東北電力ネットワークさまからご説明

がありましたので、要点のみご説明させていただきます。 

 ４ページをご覧願います。需要想定については、2018 年度から 2020 年度の実績を用い

ておりますが、胆振東部地震の影響を除外するため、2018 年９月６日から 14 日は 2017 年

の同曜日実績に置き換えております。 

 ６ページから 10 ページにかけては、一般水力、原子力、火力、バイオ等、発電側の想定

を示しております。 
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 11 ページをご覧願います。連系線の活用量は、運用容量からマージンの年間計画値を差

し引いたものを最大値として、それの０％および 100％で試算しております。 

 15 ページをご覧願います。太陽光、風力の導入見通しについて、今回の試算では足元の

導入量を基本として 2021 年度の供給計画の 2030 年度時点での導入量増加分の 0.5 倍、1.0

倍、1.5 倍をそれぞれ加算した値としております。 

 17 ページをご覧願います。ここからが今回の試算結果となります。太陽光＋風力の出力

制御見通しの試算結果は、2018 年度から 2020 年度データの平均で、連系線活用量０％の

場合、ケース○2 では 67.2％（6,197 時間）、100％の場合はケース○2 では 42.3％（3,916 時

間）となっております。 

 21 ページをご覧願います。出力制御率低減のためにエリア最小需要の 10％の蓄電池を導

入した場合、太陽光＋風力の出力制御見通しは、ケース○3 で 49.3％から 49.0％に低減、火

力やバイオマスの最低出力を引き下げた場合は 40.1％まで低減しております。 

 22 ページをご覧願います。こちらは、出力制御率低減のために連系線を新々北本の 30 万

キロと、北海道東京間ＨＶＤＣ400 万キロ、合わせて 430 万キロワットを増強した場合の

制御見通しです。既設連系線の活用は 100％で固定し、増強分を 50％活用と、100％活用の

２パターンで試算してございます。 

 試算結果について、23 ページをご覧願います。太陽光＋風力の出力制御見通しは、ケー

ス○3 で連系線活用量 50％のとき 49.3％から 0.9 に低減、さらに連系線を 100％活用した場

合は再エネの出力制御はなくなります。 

 私からの説明は以上になります。ありがとうございました。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、続きまして東京電力パワーグリッドから、資料２‐

３の説明をお願いいたします。 

○田山オブザーバー 

 聞こえていますでしょうか。 

○荻本座長 

 はい。ちょっと声が小さめです。 

 

【資料２－３】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［東京電力パワー

グリッド］ 

○田山オブザーバー 

 それでは、ちょっと大きな声でしゃべります。東電パワーグリッドの田山でございます。

それでは、資料２‐３につきまして、東京エリアの特徴や算定結果を中心にご説明します。 

 まず、資料２‐３の３ページをご覧いただければと思います。特記として、地域間連系線

の扱いですけれども、中三社については今後再エネ導入が進む長期断面においては、他のエ

リアも既に再エネ出力制御を実施していると想定されることから、連系線活用量は０とし
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て算定しているところが特徴になります。 

 それから、飛んでいただいて、諸元のほうは各社、北海道さん、東北さんと同じ考え方で

やっていますので、19ページまで飛んでいただけますでしょうか。 

 足元の東京エリアの太陽光、風力の導入量について、ここでまとめています。リードのと

おり、去年９月時点の接続済みで太陽光 1,686万キロ、風力は 43万キロ、ここを発射台に

して 2030年度の導入の想定ですけれども、ベースケースのケース○2が太陽光で 2,040万キ

ロ、風力で 465万キロの導入量を想定しております。ケース○1○3はそのケーススタディ 

ということで、ご覧のとおりでございます。 

 それから、20スライドをお願いします。ここが試算結果となります。 

これも年度ごとに３カ年平均を示しておりまして、ベースケースのケース○2の場合、太陽光、

風力の出力制御率は 3.1％、制御時間にして 265時間です。合わせてケース○1と○3について

もご覧のとおりでございます。 

 それから、21から 23までは、そのエビデンスとなる年度ごとの試算結果です。 

 24 スライドをお願いします。このケース○3のところの対応として、供給対策について、

火力電源の最低出力の引き上げを仮定した場合の試算でございます。表の右下の最低出力

の引き下げ量の効果は約 440万キロということになります。 

 25スライドをお願いします。この対策を踏まえて、2020年度の太陽光と風力出力制御率

というのは、先ほどご紹介した 6.3％から 0.2％へ低減される結果となっております。 

 東電パワーグリッドからの説明は、以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。１点質問なんですけれども。連系線を考慮しないということは、

受けも送りも考慮していないという条件でよろしいですか。 

○田山オブザーバー 

 お答えします。まず、送りは考慮していません。受けの分については、長期固定電源等を

エリアの中にあるものとして組み込んで、供給力として構成して、それを前提にしてシミュ

レーションのほうを実施しております。 

○荻本座長 

 分かりました。じゃあ、再エネ分は考慮していないということですね。 

○田山オブザーバー 

 はい。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、続きまして中部電力パワーグリッドから、資料２‐

４の説明をお願いいたします。 

○中谷オブザーバー 

 中部電力パワーグリッドの中谷でございます。音声は聞こえていますでしょうか。 

○荻本座長 
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 はい、聞こえています。 

 

【資料２－４】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［中部電力パワー

グリッド］ 

○中谷オブザーバー 

 では、資料のまず４スライドをご覧ください。ポイントを絞ってご説明させていただきま

す。こちらが出力制御の見通しの算定条件でございます。こちらについては各社と同様です

が、過去 30年の平均等の実績ですとか、発電事業者さまとの協議結果に基づく利用率から

出力の想定を行っています。 

 回避措置につきましては、電源Ⅰ・Ⅱ、火力は最低限電源Ⅲにつきましては発電事業者さ

まとの協議結果を反映しています。また、揚水式の発電所につきましては、点検等による１

台停止を除いて、最大限の活用を考慮します。連系線につきましては、先ほどの東京電力パ

ワーグリッドと同様、活用は０ということで算定します。 

 少し飛びまして、17 スライドをご覧ください。こちらが太陽光、それから風力発電設備

の導入量想定でございます。2021 年度の供給計画において、2030 年度の太陽光導入量を

1,184 万キロワットと想定しました。昨年９月よりも約 90 万キロワットの増加。あと、風

力につきましては、2030 年度で 60 万キロワットということで、昨年９月よりも 22 万キロ

ワットの増加ということで、あとケースの○1○2○3につきましては、他社と同様の考え方で算

定をしてございます。 

 次のスライドをご覧ください。こちらが算定結果でございます。2018年から 2020年度の

３カ年平均の算定結果として、ちょっと黒くしてありますが、ケース○1では 2.4％、それか

らケース○2では 3.4％、ケース○3で 4.3％という結果になっています。 

 続いて、スライド 22をご覧ください。こちらは、出力制御の低減策を踏まえた算定とい

うことで、ケース○3ａについては需要対策、○3ｂについては火力の最低出力の引下げという

ところで、次のページのスライドに算定結果を示してございます。 

 こちらにつきましては、2020 年度の実績を基に算定をしております。基本ケースにつき

ましては 5.8％、蓄電池の導入については 4.2％、最低出力の引下げは 3.7％という結果に

なっております。 

 続いて、次のページでございますけれども、こちらは再生可能エネルギーの出力制御に係

る運用の基本的考え方ということで、本年 2022年４月から弊社のほうでは太陽光、風力の

出力制御システムを運用開始しますので、この関係について説明させていただきます。 

 次のページをご覧ください。再エネ出力制御システムの構築や再エネ設備の出力制御機

能付ＰＣＳへの切り替えなどを行い、事業者間の公平性に留意しつつ、再エネ出力制御を確

実に実施するための準備を進めております。 

 また、オンラインの代理制御の導入につきましても、併せて準備を進めているところでご

ざいます。 
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次ページ以降にいろんな方法が示してございますけれども、こちらにつきましては昨年 12

月の系統ワーキングで先行会社が説明された内容と同様でございますので、省略をさせて

いただきます。 

 続いて、飛びまして 38スライドをお願いします。今年のゴールデンウイークの需給見通

しについて説明させていただきます。 

 40 スライドをご覧ください。こちらが、通常想定されるケースとして、想定１というと

ころに書いてございますけれども、2021年度のゴールデンウイークの需要や太陽光、風力、

それから連系線の実績から想定する需給バランスであれば、一番下の欄に下げ調整余力と

ございますけれども、120 万キロワット程度の下げ調整力を確保できる見通しです。一方、

その右側の想定２のリスクケースでございますけれども、こちらについては需要の減少で

すとか、出水による水力の増出力、それから太陽光発電の出力増加等の条件が重なった場合

には、一番下の欄にマイナス 40万キロワットと書いてございますけれども、他エリアへの

送電が必要となってくる見通しでございます。 

 次のページをご覧いただきまして、出力制御に関しましては、弊社にて出力制御システム

の構築を行うとともに、発電事業者さまへ出力制御機能付ＰＣＳへの切り替えの依頼、それ

から運用申合書等の締結の実施を進めているところでございます。 

 弊社からの説明は、以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして北陸電力送配電から、資料２‐５の説明をお願いい

たします。 

○石丸オブザーバー 

 北陸電力送配電の石丸でございます。聞こえておりますでしょうか。 

○荻本座長 

 はい、聞こえております。 

 

【資料２－５】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［北陸電力送配

電］ 

○石丸オブザーバー 

 カメラの都合で音声のみで失礼いたします。まず、右肩２スライドをご覧ください。 

 当社における出力制御見通しの算定内容ということで、下の表にございますが、本年９月

の導入量から供計の 2030年度時点導入量までの増分の 0.5倍から 1.5倍までを想定してお

ります。ここでケース○1の 0.5倍ケースなんですが、こちらは風力の導入量が 51万キロと

なりまして、※１に書いてございますが、当社のエリアの風力の 30 日等出力制限枠 59 万

キロに未達となりますので、こちらのついては具体的な算定については省略させていただ

いております。 

 次に右肩４スライドをご覧ください。算定諸元は昨年までとほぼ同様でございますが、連
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系線活用 50％パターンは省略しているというところが変更点でございます。 

 次に 16スライドをご覧ください。こちらが算定結果になります。ケース○2 100％ケースに

おきましては、連系線活用０の場合には合計の制御率が 51.1％、連系線 100％活用いたしま

すと、それが 2.0％まで低減いたします。ケース○3 1.5倍の場合も同様でして、連系線０の

場合は 54.1％、それが連系線 100％の場合は 2.6％まで低減されます。 

 右肩 20スライドをご覧ください。こちらは出力制御低減策の実施のパターンでございま

す。当社のエリアの場合は、ケース○3ａ系統用蓄電池の導入パターンと、ケース○3ｂ火力電

源の最低出力引き下げのパターンを算定しております。 

 次の 21スライドをご覧ください。こちらが結果でございます。ケース○3ａ蓄電池導入の

場合は、もともとベースケースで 3.7％の出力制御率が 3.1％に低減、それから○3ｂの火力

の最低出力引き下げの場合は、それが 2.4％に低減ということで、蓄電池の導入の場合の出

力制御の低減効果が小さいということで、分析としましては、豊水期自流式の水力の出力が

多い時期でございまして、蓄電池の放電代がちょっと少ないのかなというふうに考えてお

ります。 

 次に 25スライドをご覧ください。こちらは、オンライン代理制御の導入に伴う運用の見

直しでございます。先ほどの中部さんなどと同じですので詳細は省略いたしますが、当社に

おきましては 2022年度でオンライン代理制御を開始するために運用方法の見直しを実施し

ております。 

内容は省略させていただきます。 

 35 スライドをご覧ください。こちらは今年のゴールデンウイークの需給見通しでござい

ます。まず、想定１のケースの場合ですと、10 万キロワットほどの下げ代の余力があるも

のと思っております。リスクケースとしまして、需要の減少ですとか、水力の出力増などの

リスク想定した場合は、最大で 24万キロワットほど他エリアへの追加送電が必要となると

思っておりますが、それができれば出力制御は無いというふうに思っております。 

 次の 36スライドをご覧ください。出力制御に向けまして、各発電事業者さまの確実な対

応に向けた取り組みでございます。まず、１つ目の四角、出力制御システムにつきましては、

今年度中に構築が可能と考えております。併せまして、（１）と（２）ですが、出力制御機

能付ＰＣＳの切り替え、あるいは事業者さまとの情報連絡訓練につきましても随時進めて

おりまして、今年度中には出力制御の準備が整うというふうに思っております。 

 弊社からは以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして、関西電力送配電から、資料２‐６の説明をお願い

します。 

○永原オブザーバー 

 関西送配電永原でございます。聞こえますでしょうか。 

○荻本座長 
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 はい、聞こえています。 

 

【資料２－６】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［関西電力送配

電］ 

○永原オブザーバー 

 それでは、２-６に基づきましてご説明させていただきます。 

 ３スライドをお願いいたします。関西送配電につきましては、３スライドに記載しており

ますように、足元の導入量を振りましたケース○1から○3を、あと低減対策としましては全て

の火力の最低出力を引き下げたケース○3ｂのほうをシミュレーションをしてございます。 

 ５スライドをお願いいたします。こちらが算定条件でございますが、関西送配電につきま

しては下から２段目、連系線の活用につきまして、東京パワーグリッドさんでありましたよ

うに、エリア外への送電、それから関西送配電の場合はエリア外からの受電のほうもなしと

いうことで、今回は算定してございます。 

 その後はほかのエリアと同様でございますので割愛いたしまして、18 スライドをお願い

いたします。18 スライドに、太陽光と風力のケースごとの見通しを入れておりまして、こ

ちらの左側に記載しております太陽光はケース○1○2○3 と設定しておりまして、風力につき

ましては関西エリアは連系の見通しが少のうございましてこのケース○1○2○3 と、このよう

な数字で設定してございます。 

 それでは、次のスライドをお願いいたします。19 スライドが算定結果の３カ年平均とな

ってございます。真ん中にありますケース○2のベースケースにつきましては、太陽光と風力

の合成で 2.3％16時間の出力制御という見通しとなってございます。 

 その後、20スライドから 22スライドは各年度の算定結果でございますので、説明は省略

させていただきます。 

 23スライドをお願いいたします。23スライドに、2020年度の需要実績等に基づきまして、

火力の最低出力を引き下げたケースについてシミュレーション結果を示しております。真

ん中のほうの表にございますが、この量だけ最低出力が下がるということによりまして、下

のほうの表にありますように、ケース○3では 8.8％の出力制御の見通しでございましたけれ

ども、最低出力の引き下げによりまして０％の見通しとなってございます。 

 関西送配電からは以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして、中国電力ネットワークから、資料２‐７の説明を

お願いします。 

○松永オブザーバー 

 中国電力ネットワークの松永でございます。聞こえていますでしょうか。 

○荻本座長 

 はい、聞こえています。 
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【資料２－７】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［中国電力ネット

ワーク］ 

○松永オブザーバー 

 それでは、まず再エネの出力制御見通しについてご説明いたします。考え方、算定フロー

につきましては他社さまと同じでございますので、説明のほうは割愛させていただきまし

て、ポイントを絞って 17ページをご覧いただきたいと思います。 

 制御の回避措置としまして、連系線の活用でございます。 

弊社は、九州、四国、関西エリアに囲まれている中継会社でございますので、連系線の活用

につきましては、九州エリア、四国エリアからの送電可能量を控除したものを関西エリアに

送るという前提で試算をしております。当社の活用量としましては、100％活用できるとい

うことで、年平均が 142 万、０％の場合は０万キロワットということで算定をしておりま

す。 

 19 ページをご覧いただけますでしょうか。太陽光の導入見通しでございます。下のグラ

フの右から２番目、807 万キロワットと書いておりますけれども、これが 2021 供給計画の

太陽光の導入見通しでございます。これを基準といたしまして、これはケース○2でございま

すが。ケース○1としまして、その伸びを半分にした 702 万キロワット、ケース○3としまし

て、グラフの一番右でございますけれども、912万キロワット、この３つで試算をしており

ます。 

 続きまして、20 ページでございます。これが風力の導入見通しでございます。これも下

のグラフにあるように、10 年後の真ん中の 106 万キロワット、これが基準ケースのケース

○2でございまして、それぞれケース○1、ケース○3ということで試算をしております。 

 試算の結果につきましては 22ページでございます。３カ年の実績を基に算定しておりま

すけれども、この表のとおりでございまして、上段の連系線の活用量０とした場合、ケース

○1○2○3でご覧のとおりの数字となっております。一番上のケース○1の 33.5というのが太陽

光、風力の合わせた制御率でございます。下段のほうですが、先ほど説明しました連系可能

量を 100％活用した場合のケース○1○2○3の試算結果をまとめております。いずれにしまして

も、制御量については低減できるという試算になっております。 

 続きまして、26 ページをご覧いただけますでしょうか。先ほど説明しましたケース○3を

ベースに出力制御低減策としまして、蓄電池の導入あるいは火力電源の最低出力の引き下

げの試算もしております。ベースのケース○3におきましては、連系線を 100％活用した状況

で 28.6％でございましたけれども、蓄電池を導入することによってマイナス 11ポイント低

減しまして 17.4％、火力の最低出力を引き下げたことによってケース○3に比較して 15ポイ

ント低減できるという見込みでございます。 

 続きまして、27 ページ以降に、この４月から行いますオンライン代理制御の運用につい

て記載しております。これも 12月に先行会社のほうで説明されました内容と同じでござい
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ますので、説明のほうは割愛させていただきたいと思います。 

 38 ページをご覧いただけますでしょうか。これは今年のゴールデンウイークの中国エリ

アの需給見通しでございます。2022 年度のゴールデンウイークにつきましては、想定され

る需給バランスであれば再エネ出力制御は不要というふうに見通しを考えております。こ

れは下の表でございますところでは、想定１でございます。想定１のところの連系線の活用

のところをご覧いただきたいのですけれども、これが 49万キロワットの送電ということで

ございます。ゴールデンウイークの先ほどの空き容量のほうが 130 万キロワットございま

すので、その中で運用できるという見込みでございます。 

 リスクケースとしまして、想定２としまして、需要の減少であるとか出水による出力増、

これが重なった場合を試算しております。この場合は、また○3の連系線活用のところをご覧

いただきたいのですけれども、88万キロワットということで、他エリアの送電量が 39万キ

ロワット増加するという見通しでございます。 

 私のほうからの説明は以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして、四国電力送配電から、資料２‐８の説明をお願い

いたします。 

○長谷川オブザーバー 

 四国電力送配電の長谷川でございます。音声はよろしいでしょうか。 

○荻本座長 

 はい、聞こえています。 

 

【資料２－８】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［四国電力送配

電］ 

○長谷川オブザーバー 

 それでは説明いたします。 

 まず、３スライドをよろしくお願いいたします。ここに、今回と前回の算定諸元の比較を

示しております。下線を引いているところが今回の算定条件ということであります。という

ことで、年度以外はほぼ同じですので、以降のページは飛ばさせていただきまして、16 ペ

ージをよろしくお願いいたします。 

 16 ページが太陽光発電の導入量想定ということで、ケース○1から○3まで想定しておりま

す。ケース○1につきましては、供計の 2030 年までの導入量増分の 0.5 倍ということで 351

万キロワット、ケースが○2が導入想定で 401万、ケース○3がその 1.5倍ということで 451万

キロワットとしております。 

 スライド 17をお願いいたします。風力発電につきましても同様の考えで、ケース○1が 58

万、ケース○2が 88万、ケース○3が 118万キロワットと想定しております。 

 続きまして、結果ということで 19スライドをよろしくお願いいたします。これが 2018か
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ら 2020 年の３カ年平均の結果であります。まず、連系線活用量０％と 100％を算定してお

りますが、上段の０％のケースのケース○1につきましては 22.3％、ケース○2が 31.1％、ケ

ース○3が 36.6％となっております。これを連系線を 100％180万キロワット活用いたします

と、それぞれ０、0.5、1.6ということで、非常に制御率が低くなっております。 

 続きまして、23 スライドをお願いいたします。これが追加ケースということで、ケース

○3ａが蓄電池の導入、ケース○3ｂが火力の最低出力の引き下げでございます。まず、再掲と

なっておりますが、ケース○3 2.1％に対しまして、ケース○3ａの蓄電池導入は 1.0％という

ことで、約半分。ケース○3ｂの最低出力引き下げにつきましては 1.9％ということで、若干

減少というふうになっております。 

 四国につきましては以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。続きまして九州電力送配電から、資料２‐９の説明をお願いし

ます。 

○井筒オブザーバー 

 九州から井筒です。聞こえますでしょうか。 

○荻本座長 

 はい、聞こえています。 

 

【資料２－９】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［九州電力送配

電］ 

○井筒オブザーバー 

 それでは説明いたします。私どもは各社さまと同じですので、ポイントを絞ってご説明し

ます。 

 スライド５からお願いします。昨年との算定諸元の比較でございます。最新の計画地にア

ップデートしておりまして、昨年との違いは地熱、バイオマス、この辺の供給量がわずかに

変動しておるというところで、算定結果が大きく変動するような計画変更はございません

でした。 

 スライド６からその内訳ですので、説明は省略いたします。 

 スライドの 18をご覧ください。算定に用いました再エネ導入量でございます。下の棒グ

ラフのケース○2をご覧ください。九州エリアの 2021 年度の供給計画における 2030 年度断

面の再エネ導入量の想定でございます。太陽光が現在からプラス 450万キロワットの 1,510

万キロワット、風力がプラス 260 万キロワットの 320 万キロワットが接続されると、この

ようにわれわれは想定してございます。 

 スライドの 19 をご覧ください。算定結果でございます。2018 年から 2020 年度の３カ年

平均値でございますけれども、上段が連系線活用量が０、下の段が連系線活用量が 100％の

ケースでございます。下の段で説明いたしますと、ケース○1から○2○3で約２割から３割の出
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力制御率となる結果となっております。 

 スライド 20からは昨年度の算定結果ですので、説明は省略いたします。 

 スライド 23 をご覧ください。これも出力制御の低減策で各社さまと同様でございます。 

 スライド 24をご覧ください。まずケース○3ａでございますけれども、蓄電池の導入、2020

年度の昼間の最小需要 763万キロワットの 10％相当、出力 76万キロワット相当の蓄電池が

入った場合を想定して算出いたしました。下のケース○3 bは、火力、バイオマスの最低出力

を引き下げしたケース。九州エリアにつきましては、既に最低出力の引き下げが済んでおり

ますので、表の数値のとおり、引き下げ量が限定的なものとなっております。 

 次のスライド 25をご覧ください。連系線の容量につきましては、現在のマスタープラン

の中間整理の計画でございます。送電可能量がプラス 278万キロワット増強した場合、これ

を想定して試算をしております。 

 スライド 26をご覧ください。算定結果でございます。ケース○3を基本ケースといたしま

して、蓄電池の導入により 28.0％と約２割の低減、最低出力引き下げは追加的な引き下げ

量が限定的でありますので 31.0％と、効果が小さいという結果。連系線の増強につきまし

ては、○3ｃで記載のとおりの結果となってございます。 

 最後に、スライド 27をご覧ください。参考といたしまして、今年度の出力制御率の見通

しを記載しております。表の一番上の欄、これは昨年９月にご説明したもので、表の一番右

の全設備出力制御率は 4.6％と想定をしておりました。その下の段、中ほどの欄ですが、２

月末までの実績を踏まえた結果、一番右の全設備 4.2％程度となる見込みです。今年度の出

力制御率は大体 4.2％と想定しております。若干減りましたのは、12月とか２月に需要が高

かったことなどの影響によるものでございます。 

 旧ルールにつきましては、出力制御日数最大 30日となるように調整をいたしております

けれども、このように見通しよりも出力制御率が低減されたこともありまして、昨日まで、

土曜日に出力制御を最後しているんですけれども、現在旧ルール 26日という状況でござい

ます。今後、天候により、大体月末までには 28日から 30日程度となる見通しと算定してお

ります。 

 説明は以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、電力さんの最後になりますが、沖縄電力さんから資

料２‐10の説明をお願いいたします。 

○山里オブザーバー 

 沖縄電力の山里でございます。聞こえますでしょうか。 

○荻本座長 

 はい、聞こえています。 

 

【資料２－１０】再生可能エネルギー出力制御見通しの算定結果等について［沖縄電力］ 



 17 

○山里オブザーバー 

 弊社の再生可能エネルギーの出力制御見通しの算定結果についてご説明いたします。算

定の基本的な考え方や算定手法につきましては、他社さまと同様ですので、割愛させていた

だきます。 

 10 ページをお願いいたします。昨年度との算定条件の比較でございます。今回の主な変

更点としましては、バイオマスです。専焼のバイオマスにおきまして、昨年度は事業者さま

と最低出力に関する交渉中だったこともあり、停止として算定しておりましたが、今年度に

つきましては事業者さまと合意した最低出力を織り込んだ算定を行ってございます。 

 また、第 31回の系統ワーキングにおいて報告しました最低運転台数の見直しについても

条件に織り込んでおり、火力の最低運転台数を５台から４台へ変更しております。 

 12 ページをお願いいたします。無制限無補償ルールにおける出力制御の見通しにつきま

して、３つのケースについて算定してございます。2021年度供給計画における 2030年度の

想定接続量は、太陽光が 43.6 万キロワット、風力が 1.3 万キロワットの計 44.9 万キロワ

ットとなっております。足元の導入量から 2030年度までの想定接続量は、太陽光が７万キ

ロワット程度、風力が 0.1万キロワット程度となっており、それを基準としまして 0.5倍、

1.0倍、1.5倍としたケースをそれぞれケース○1の 41.4万キロワット、ケース○2の 44.9万

キロワット、ケース○3の 48.5万キロワットとして算定してございます。 

 13 ページをお願いいたします。2018 年度から 2020 年度における各年度の算定結果を平

均した出力制御の見通しでございます。太陽光＋風力の算定結果としては、ケース○1では制

御率 0.2％の制御時間９時間、ケース○2では制御率が 0.9％の制御時間 27 時間、ケース○3

では制御率 1.9％の制御時間 53時間となっております。 

 14ページから 16ページにつきましては、各年度の算定結果となっておりますので、後ほ

どご覧ください。 

 17ページをお願いいたします。17ページは出力制御の見通しにつきましては、以下の表

に示す出力制御の低減策、蓄電池の導入、火力・バイオマスの最低出力の引き下げを適用し

た算定を行っております。算定に当たって導入量増加分、1.5倍のケース○3を基に試算を行

っております。連系線増強につきましては、対象外としております。 

 19ページをお願いいたします。表の真ん中あたりになりますが、蓄電池導入対策として、

2020 年度の昼間帯の最小需要である 69.1 万キロワットの 10％相当に当たる出力７万キロ

ワットの蓄電池を導入した場合、制御率は 0.1％で制御時間は２時間となりました。また、

最低出力引き下げのケースとして、火力の最低出力を 20％、専焼バイオマスの最低出力を

40％まで引き下げた場合の制御率は０％となり、制御は発生してございません。 

 弊社からの報告は以上となります。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、再度、事務局から資料１の後半に基づき、ご説明を

お願いいたします。 
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【資料１】再生可能エネルギー出力制御の長期見通しについて［事務局］ 

○小川電力基盤整備課長 

 それでは、資料１に戻りまして、７スライド目をご覧いただければと思います。ここでは、

再エネ出力制御低減対策の効果というのを特に見るために、今、各社さんからご説明いただ

いたケース○1○2○3のうち○3、伸び率が 1.5倍のケースかつ連系線を 100％利用できるケース

をまずこの赤枠で記しております。ご覧いただきますと、一番高い北海道で 50％近くにな

っております。次いで東北で約 40％、さらに中国、九州で 30％前後となっておりまして、

その他のエリアは１桁台というのがまず全体の結果です。もちろん、連系線の利用率が下が

ると、この数字も大きくなるという関係にあります。 

 続きまして、各対策の効果ということでその下に記しております。大きく見ますと、各エ

リアによって対策の効果が少し異なってきます。まず、需要対策でご覧いただきますと、効

果が大きいのは、例えば中国、こちらは２桁になっております。また、九州でも６％下がる

という一方、その他のエリア、特に例えば北海道でいいますと 0.3％の削減ということであ

りまして。これは、やはり季節や時間帯によって出力変動が大きい太陽光の導入量が多いエ

リアにおいては、こういった蓄電池需要のシフトの効果がより大きく出るのではないかと

いうふうに考えられるところであります。 

 その次の供給対策、こちらもエリアによってかなり大きな差が出ております。非常に効果

が大きいのは東北でありましたり、中国、さらには北海道といったところで効果が大きくな

っております。これは、火力の比率もあるでしょうし、ここで言いますと先ほど九州さんか

らのご説明にもありました既に九州エリアではこの引き下げが進められているので、追加

的な引き下げの効果はかなり限定的という結果となっております。 

 また、次の系統対策、こちらは既に工事が進められているもの、あるいは検討中のもの、

全体を合わせてということではありますけれども、かなりここでの増強の容量は大きくな

っておりますので、いずれのケースにおきましてもこの低減効果はほかと比べても大きく

なっております。ただ、これもいずれも仮定の置き方によりますので、これ自体でもって系

統対策が一番有効だといったことにはならない点の注意が必要かと思います。 

 以上の点を８ページでまとめておりますけれども、全体のまとめは事務局からは以上に

なります。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。それでは、ここまでの各送配電会社および事務局からの

ご説明を踏まえまして、ご議論をいただきたいと思います。ご意見やご質問等がありました

ら、ミュートを解除していただき、ご発声いただければと思います。順次指名させていただ

きます。どうぞよろしくお願い申し上げます。あと、できれば画面もオンにしていただけれ

ば、可能な方はオンにしてご発言いただければと思います。 

○馬場委員 
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 では、よろしいでしょうか。 

○荻本座長 

 はい。馬場先生ですか。 

○馬場委員 

 はい、そうです。 

○荻本座長 

 はい、どうぞお願いします。 

○馬場委員 

 非常に大変な計算をし、それをまとめていただき、感謝申し上げます。その結果から様々

なことが分かったということで、大変貴重な計算ではないかと思います。 

 まず１点お伺いしたいのですが、資料１の７枚目のスライドで、連系線の活用量が０％、

100％と記されていますが、系統対策の増分を使う量を 100％または、０%したケースと、連

系線の送電可能容量の０％または 100％を利用するケースが混在していた気がします。この

資料が示す通り、系統を増強したときに、増強量の０％、50％、100％を利用したことを仮

定して、ここでは比較するという趣旨で計算をすると理解したのですが、これは、正しいで

すか。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。これは事務局でお答えいただいてよろしいでしょうか。 

○小川電力基盤整備課長 

 はい。今、おっしゃっていただいたとおりでありまして、この増強分についてというとこ

ろになります。 

○馬場委員 

 分かりました。ありがとうございます。この系統増強によって、出力制御率が大きく低減

できる可能性もあることが示されましたが、途中、荻本座長から質問のあったとおり、余剰

電力の受け手側のことがあまりこのシミュレーションでは考慮されていないため、よく注

意してこの数値を受け止めなくてはならないと思いました。 

 また、需要側の対策で、電池を用いるケースについて紹介がありました。電池を活用する

ことにより、出力制御率の低減効果が高いエリアと低いエリアが出てきてしまうというの

は、そのエリアの置かれている状況に応じて変化すると理解しております。例えば、北陸電

力様のご説明にもあったとおり、長時間出水が続き、電池の放電ができないような状況にな

ると、出力制御を抑制するためには大きな電池容量が必要になるため、効果が小さくなるこ

とが懸念されます。デイリーな需給調整には今の仮定だと需要対策として効果的とは思い

ます。 

しかし、再エネの導入量が増えて行くと、他エリアで吸収してもらう時間帯の確保が困難に

なる可能性がある場合には、蓄電池の出力抑制低減効果の算定には注意が必要であると思

いました。 



 20 

 以上、感想であります。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、ほかの委員の方、どなたかいかがでしょうか。 

○原委員 

 北大の原ですが、よろしいでしょうか。 

○荻本座長 

 はい。原委員、お願いします。 

○原委員 

 今の馬場先生からのご指摘になった連系線の利用については、同じような考えを持って

おりまして。受け手側のほうで他地域から来た余剰分を飲み込むだけの余裕があるのかど

うかという点が非常に気になってございます。その意味で、今回は 8,760時間分のシミュレ

ーションを評価をされているということなので、日にち単位で飲み込めるかということも

突き合わせがやろうと思えばできるのかなと思いますので。各社さんの横並びの連系を取

るのはなかなか難しいところがあるかもしれませんが、そういった観点でも評価をされる

とより精度の高い試算になるのかなという気がいたしました。これはコメントでございま

す。 

 もう一つもコメントになるんですが、需要の想定について直近の過去のデータに基づく

想定をされて、将来の出力制御量の評価をされているということなんですが。需要のほうも

今後にかけてはいろいろと変わってくる要素があるかと思いますので、その辺も今後の評

価においては盛り込むことがもし可能であれば、より精度の高い見通しができるのかなと

いうふうに思いました。２つともコメントでございます。 

 以上でございます。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。ほかの委員の方々、いかがでしょうか。 

○岩船委員 

 岩船です。よろしいでしょうか。 

○荻本座長 

 はい。岩船委員、お願いします。 

○岩船委員 

 今の点に重ねてしまいますけれども、私も、やはりこうやって全社が並ぶと、これまでは

九州さんとか、四国さんとか、一部のエリアだったので、向こうが受け入れてくれるかだけ

を考えていればよかったんですけれども。明らかに今回は東電さん、中部さん、関西さんの

ような大需要地で再エネが流れてくるほうを考えない出力抑制量の算定というのはあまり

意味がない可能性があるなと思いましたので。やはりこれからは計算の方法も少し考えて

いく必要があるかなと思います。少なくとも東西に分けた広域ネットワーク全体での需給

を考えないと意味がないかと思いました。 
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 それと、定量的な結果、表に最後、資料１の７ページにまとめてあるんですけれども、こ

れはどうやって入れたかというのと、出力抑制率しか上げていなくて、例えば蓄電池の導入

であれば具体的に時間率も想定して、その結果何キロワットアワーの抑制を回避できたの

かとか。供給側の対策にしても、最低出力を何キロワット下げることができて、それにより

何キロワットアワーの抑制を回避できたかという、定量的な示し方が必要ではないかと思

いました。でないと、比べづらいことだと思いますし、最終的にはそこはそれぞれコストの

かかる対策だと思いますので、そういう費用対効果を検証していくためにも、できるだけし

っかり定量的なものを示していく必要があるかと思いました。 

 で、先ほどちょっとお話がありました例えば蓄電池のメリットがその後のＰＶが多いの

かとか、あとは揚水との兼ね合いとかで確かにエリアによって効果の出方が違うみたいな

ところは非常に重要な知見だと思いますので、そういうものがしっかり分かるような表現

方法にしていただきたいと思いました。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。いずれもコメントということでよろしいでしょうか。岩船委員。 

○岩船委員 

 はい、結構です。 

○荻本座長 

 すみません。ありがとうございました。 

ほかのまだご発言いただいていない委員の方々、いかがでしょうか。 

○後藤委員 

 よろしいですか。後藤です。 

○荻本座長 

 はい。どうぞお願いします。 

○後藤委員 

 ご説明どうもありがとうございました。これまでと違って、各種対策、需要側、供給側の

対策を導入した場合もお示しいただいたということで、見通しがよくなっているのかなと

思います。 

 気になった点としましては、先ほども出てきております蓄電池のところで、蓄電池の対策

を行った場合、地域ごとにかなり特性も違っていて、効果の出方も違うというご説明であっ

たかと思いますけれども。かなり限定的な前提条件で今回は示していただいているのかな

と思いまして。この辺りはいろいろな想定、蓄電池の使い方であるとか入れ方にいろいろな

パターンがあるというふうに理解しておりますけれども、この設定を今回は示していただ

いたということの理由というものが何かあるのでしょうか。あるいは、何パターンかいろい

ろと計算をしていただいた中で、今回は代表的なものを出してくださっているという理解

なのか。その数字の読み方といいますか、効果の見方というものを教えていただければと思
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います。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。こちらについては、事務局からお答えいただいてよろしいでしょ

うか。考え方ということで。 

○小川電力基盤整備課長 

 ありがとうございます。７ページで記しております需要対策、蓄電池、各エリア、最低需

要の 10％分、それから蓄電池６時間容量分の需要創出と仮定しております。この考え方で

すけれども、まず各エリアの最低需要の 10％というところについては、一つの仮置きの数

字でありまして、20％、30％というのももちろんある中で、まず 10％と置いたと。いきな

り需要の２割、３割も入るというのはちょっと多いかなというところで 10％としておりま

す。 

 より重要なのが、６時間容量分のところだと思いまして、ここはある意味かなり長めの容

量。もっと短時間の周波数調整ですと、例えば３時間とか、そういう形のでも利用されて、

むしろその需給調整に使われるというパターンもありますけれども、ここは多少長め。こう

いう出力抑制との対応も考えて、少し長めのを取って仮置きしてやっているということに

なります。 

 事務局からは以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。今のお答えでよろしいでしょうか。 

○後藤委員 

 はい、ありがとうございます。どのぐらいの誤差といいますか、振れ幅を持って見ればい

いのかというところが分かると、さらに分かりやすいものになるのかなというふうに思い

ましたのでお聞きした次第です。 

 ほかの数値も同じですけれども、前提条件がいろいろあって計算していただいた数値と

いうふうに理解しておりますので、当然想定ということで誤差が出てくる数値というふう

に理解しておりますが。どれぐらいの幅を持って見ればいいのかなというところで、何か参

考になるようなものがありましたら、大変ありがたいです。 

 以上、コメントでございます。ありがとうございました。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。松村委員でしょうか。 

○松村委員 

 いいでしょうか。 

○荻本座長 

 はい、お願いします。 

○松村委員 

 適切な数字を示していただいて、ありがとうございました。ここにいる人は全て分かって



 23 

いるから問題ないとは思うのですが。説明の時にぜひ誤解されないようにお願いしたい。ま

ず、これは間違っていないというか、正しくやっていただいたと思うのですけれども、各地

域 50％増しで入るとすればというのは、あくまで仮にそう想定したらということであって、

50％増しで、この配分で各エリアに入るのが望ましいと言っているわけではない需要対策

として蓄電池をこれぐらい一律に入れると想定すると、を言っているだけで、これをこれだ

け各エリアに入れるのが望ましいと言っているわけでもない。これらの点を誤解されない

ようにする必要がある。 

これぐらいの対策は取るとのコミットメントだと取られないように、ぜひ説明は丁寧にお

願いします。 

 連系線に関しては、今現在計画されているか、あるいは少なくともマスタープランで具体

的にＢ／Ｃを見て、それでこの建設が合理的だと考えられているものをピックアップして

いる。一方で、蓄電池は、そういうことは一切関係なく、機械的に想定値を入れている。 

 先ほどの議論で、実際にためるのはいいけれども放電することが十分できない場合には、

予定されただけ継続的に蓄電できないというご発言もあったのですけれども、それが頻発

するということは、要するにこういう目的で使う蓄電池を入れることのコストパフォーマ

ンスがとても悪いことを意味している。蓄電池を入れてこれを吸収するということは、電気

が足りない時間帯に放電し、そのコスト差がベネフィットとして出てくるはずなのに、それ

が十分に出てこないということは、要するにそのベネフィットがすごく小さいということ。

そういう地域に蓄電池の形でこれだけ入れるのが望ましいのかというのは全く別の問題だ

ということは、決して誤認されないように丁寧に説明をお願いします。 

 それから、同じくスライド７のところで、各エリアで効果が大きく違ってくるということ

を説明いただきました。この説明の中で、電源構成が違うということもある。あるいは、最

低出力ということが、対策がもともと済んでいたかどうかということにも依存する。この再

エネの割合、風力と太陽光のバランスというのによっても大きく数字が変わるということ

は、確かに適切に説明していただいたと思う。しかし例えば、同じように太陽光が大量に入

っている、バランスとしては太陽光が大きいという共通性を持つ、九州と中国でもこんなに

数字が違うことを不思議に思う人がいると思います。なぜこういうことが起こったのかを、

より細かく分解して説明していただけると、さらに理解が進むかと思いました。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。今後のことということでコメントを頂いたことでよろしいでし

ょうか。 

○松村委員 

 はい。全てコメントです。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。若干時間も押してお



 24 

ります。オブザーバーの方も、もしご発言があればお願いします。鈴木オブザーバーでしょ

うか。 

○鈴木オブザーバー 

 はい。 

○荻本座長 

 お願いします。 

○鈴木オブザーバー 

 ありがとうございます。ＪＷＰＡの鈴木と申します。説明ありがとうございました。私の

ほうからは、委員の皆さんからご指摘いただいた内容、あるいは事前に事務局のほうから連

系線の効果等についてはこれだけで具体的にどうのということではないというお話もあり

ましたが。明らかに系統対策の効果というのは大きいということは、皆さまはご認識いただ

いたと思います。大変ありがとうございます。 

 で、これを具体的に、蓄電池の場合は受け側の話ももちろんありますし、もちろん連系線

も受け側の話が追加で検討しなければいけないということはありますが、やはり 2030年の

エネ基の基本計画を目標として進めるためには、やっぱり早期に対策をしなければいけな

いということが一番の課題だろうというふうに思いますので、ぜひ早期の対応で検討を進

めていただければというふうに思います。これは意見です。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。ほかは、手が挙がっている方はもうお一方、どなたでしょうか。 

○中澤オブザーバー 

 火原協の中澤です。よろしいでしょうか。 

○荻本座長 

 どうぞお願いします。 

○中澤オブザーバー 

 どうもありがとうございました。今回のシミュレーションによって各エリアの状況はよ

く分かったと思いますが。 

当然のこととして、今回は出力制御について着目したものになっております。当然急な天候

の変化や予測外れの場合についても対応可能だということは検証されるのだと思いますが、

そういったことを考えますと、火力については最低出力の引き下げにのみに着目するので

はくて、それ以外の負荷変化率や起動時間、あとはＬＦＣの供給量といった性能についても

考慮していただければと思います。やみくもに最低出力を下げるとそれによって他の性能

が棄損される場合もあれば、逆にそういった負荷変化率とかＬＦＣの量の性能を上げるこ

とによってかえって出力制御量を減らすことができる場合もあります。火力としては、最低

出力以外の他の性能向上についても合わせて考慮していただけるとありがたいなと思いま

す。 
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 今回の試算はある前提条件によって計算されたものだということは各委員の先生からも

出ておりますけれども、前提の置き方によっては、変な答えが出てしまうこともないとは言

えないということだと思いますので、火力を含め発電側の運用がしっかりできるというこ

とも確認の上で、今後の検討を進めていただければと思います。 

 その上で、これも話が出ておりますけれども、どのような対策を取る場合にもコストがか

かりますが、全体としてコストが抑えられるようにやるということが一番大事だと思いま

すので、どういうことが費用対効果が大きいのかということにつきましても、評価をしてい

ただけるようにお願いします。いろいろなケースを考えていきますと、変数はすごく多くな

るので難しい検討になると思いますけれども、一歩一歩やっていくしかないと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。大切なご指摘だと思います。ほかはいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。 

○松野オブザーバー 

 送配電網協議会の松野です。 

○荻本座長 

 送配電網協議会、はい、お願いいたします。 

○松野オブザーバー 

 ありがとうございます。先ほど前提条件に関するご指摘、ご質問等がありましたので、ち

ょっと一言だけお願いいたします。 

 日々の運営におきまして、再エネの出力制御が発生するような状況では連系線を最大限

活用するということが基本中の基本かと認識しております。一方で、送電線作業等によりま

す運用容量の減少もありますし、受電会社が常に全量を受電できると限らないということ

から、なかなか将来の出力制御見通しを精緻に示すのは難しいと思っております。今年は、

事務局から新たに提示されました一定の前提条件に基づき試算をさせていただいというこ

とでございます。そうした観点もありますので、再エネの導入量あるいは連系線の活用量に

一定の幅を持たせた見通しを算定させていただいということで理解しておりますので、そ

の点をご理解いただければと思っております。 

 以上でございます。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございます。今、言われたのは、そういうことを算定することが技術的

に難しいのでという、そういう意味でよろしいですか。 

○松野オブザーバー 

 申し上げたかったのは、精緻に見通し量を算定するというのは、やはりなかなか難しいと

ころもあるということを申し上げたかったので、一定の前提条件の下での算定ということ
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になること、これはある程度致し方ないところもあるかなというところでございます。 

○荻本座長 

 はい。多くの委員の方から、受電のほうのことを考慮して精度が上げられないかという、

これは質問ではなくてコメントなんですけれども、それが出た後ですので、このお答えだと

答えにくいというお答えになりますが、そういうことでよろしいですか。 

○松野オブザーバー 

 連系線がその時にどれくらい受電できるかというのは、さらなる精緻化というのはある

程度可能だと思いますけれども、やはり一定の限界があるということも事実だと思います

ので、そこは今後一送としましてもどこまで精緻化できるかというのは引き続き検討して

いくということだと思っております。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ぜひ引き続き検討をしていただければと思います。ほかいかがで

しょうか。よろしいですか。 

 それでは、だいぶん時間がたってしまったところがございます。 

２番目の議題に参りたいと思います。それでは、北海道電力ネットワークから、資料３の説

明をお願いいたします。 

○米岡オブザーバー 

 北海電力の米岡です。聞こえていますでしょうか。 

○荻本座長 

 はい。聞こえております。 

 

【資料３】北海道における調整力に関わるシミュレーション結果について［北海道電力ネッ

トワーク］ 

○米岡オブザーバー 

 それでは、北海道における調整力に関わるシミュレーション結果についてご説明させて

いただきます。 

 ２ページ目をご覧願います。前回の第 35回系統ＷＧにおいて、事務局からこれまで弊社

が実施してきたシミュレーションを最新の諸元にて再度実施すること、これをシミュレー

ションＡと呼びます。また、再エネ追加導入量に応じた需給調整市場の商品として必要量を

算定するシミュレーションを簡易的な手法を用いて実施すること、これをシミュレーショ

ンＢと呼び、この２つのシミュレーション結果を報告するという方針が示されました。 

 ３ページ目をご覧願います。シミュレーションＡの結果を示してございます。最新の諸元

により、まずは現状ケースをシミュレーションし、５ページのとおり周波数は運用目標範囲

である 50±0.3Ｈｚ以内に収まることを確認しております。 

 次に、１期の風力 16.2万キロワットを連系したときに、系統側蓄電池 1.7万キロワット

×３時間がある場合とない場合のシミュレーションを実施し、ある場合の周波数は運用目



 27 

標範囲内、ない場合は周波数が運用目標範囲を逸脱するということを確認しました。この結

果から、北海道において風力を追加連系するためには、出力変動対策が必要であることを再

確認いたしました。 

 ５ページから７ページは、それぞれのシミュレーション結果を示してございます。 

 ８ページをご覧願います。今回は、概算を把握する観点から、シミュレーションＢの中で

風力変動および予測誤差については、2019年度から 2020年度の北海道内の既設風力の合成

出力実績データの変動をそのまま設備容量比で等倍する簡易的な手法○1 を用いて試算して

おります。風力追加連係量をパラメーターとして、追加必要調整量を需給調整市場区分で評

価しております。 

 11 ページをご覧願います。検討条件として、ゲートクローズ時点の予測と、実出力の差

分を一次から三次○1調整力で調整するものと仮定しております。 

 12 ページをご覧願います。シミュレーションＢの結果を示してございます。風力追加連

係量を 100 万キロワットから 500 万キロワットとして、それぞれの場合の追加調整力必要

量を示してございます。プラス 100 万キロワットでは、一次から三次①までの合計で 43.3

万キロワットが必要となりました。プラス 200 万キロから 500 万キロまで、今回の簡易的

な手法では追加調整力必要量は等倍で増えていきます。 

 13 ページをご覧願います。ここからは、ご参考として、系統側蓄電池プロセス（Ⅰ期残

容量）の進捗状況を示してございます。募集要領 43.8万キロワットに対して、発電事業者

さまから 200万キロワットを超える参加の意思表明を頂戴してございます。現在、募集要項

案への意見募集を行っており、引き続き着実にプロセスを進めてまいります。 

 最後に 14ページをご覧願います。参加の意思表明をいただいた事業者さまの分布区分を

示してございます。円の大きさが容量の規模を示しており、室蘭、苫小牧地区に大きな規模

の申し込みがありますが、これについてはこの地区で大型の案件が複数あったためでござ

います。 

 私からの説明は以上になります。ありがとうございました。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ですが、今の資料で飛ばされた５ページの見方を簡単で結構です

ので、どういう図なのかをご説明いただけませんか。 

○米岡オブザーバー 

 ５ページをお示し願えますか。今回、シミュレーションＡでは、周波数が厳しい断面のシ

ミュレーション結果を示しており左上のグラフが総需要のグラフになっております。グラ

フ横軸が秒を示しており 2,000 秒の付近で需要が上がっております。その下のグラフが風

力＋太陽光の発電量で、同じ時間帯に発電量が下がっております。需要が上がって発電量が

下がることで周波数が下がりますので、それに対応するため、その下の火力３台合計出力が

ＡＦＣ等で出力が上がっております。 

 また、左の一番下の図は京極１号機の揚水で 200万で揚水で汲んでいたところ、周波数が
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下がったため、その汲む量を減らすことにより、発電量は増え、需要は下がる方向に動いて

います。 

 右上へ行きまして、水力のＡＦＣは、需要の上げに伴って出力が最大に張り付いておりま

す。 

 北本の平常時ＡＦＣは、需要の上げに伴って、北流が６万キロワットとなり、北海道が受

電する方向で最大に張り付く状況となります。 

 一番最初の検討は、現状ケースの検討をしており、系統側蓄電池がないため左上の総需要

の上がりと、風力・太陽光の下がりによって、各対策をおこなっても周波数は 49.709Hzと、

一応目標の 0.3Hz 以内に収まっておりますが、そこまで周波数が下がったということを示

してございます。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして事務局から資料４の説明をお願いいたします。 

 

【資料４】北海道における再エネ導入拡大に向けた調整力制約への対応［事務局］ 

○小川電力基盤整備課長 

 それでは、資料４をご覧ください。今の北海道さんのご説明と若干前後してしまいますが、

まず最初のスライド２ページ目をご覧いただければと思います。経緯的なところになりま

すけれども、今回、北海道さんからシミュレーション結果のご報告がありましたのも、まず

経緯として２ポツ目のところにありますけれども、2013 年以降、風力発電等の新規接続に

対しては蓄電池の設置など、出力変動対策を講じなければならないとされてきているとい

うこと。それから、その次にありますとおり、本ワーキングのご指摘事項も踏まえて、系統

側での一括した出力変動対策ということで、先ほどもご報告がありましたけれども、蓄電池

募集プロセスというのが 2017年から行われているという状況であります。 

 しかしながらということで、現時点においてもやはり出力変動対策というのが求められ

ておりまして、この要件の扱いということ、この見直しも求められているところであります。 

 そうした中で、下から２つ目にありますけれども、昨年 12月の本ワーキングにおきまし

て、今、北海道さんにご報告いただいたシミュレーションの方向性についてご議論いただき

まして、またその結果を本ワーキングでご報告いただいた上で、今後の在り方をご議論いた

だくということにしておりました。ご説明が前後して恐縮ですけれども、背景としてはこう

いう状況になっております。 

 で、今しがたありましたご報告の結果というところは、これは６スライドにまとめており

ますシミュレーションＡ、Ｂという形でご報告いただいたところであります。 

 これまで過去に行ったものと同様の形でのシミュレーションＡ、現在ある調整力を基に

どれだけ追加的に再エネを接続できるかという点につきましては、やはり出力変動対策な
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しであると周波数調整が十分できなくなる可能性があるというところが示されたところで

あります。 

 また、もう一つ、新しい形でのシミュレーションＢ、こちらは逆に風力発電をどれだけ追

加的に一定量を入れていった場合に調整力がどれくらい必要になるかという点をお示しい

ただいたところであります。数字としましては、100万キロワット追加的に連系するごとに

約 43万キロワットという数字であったところであります。 

 他方、この数字というのは、需給調整市場での複数の消費、それぞれの単純合算でありま

すので、別途検討、試算されている数字、複合約定ということでいうとおおむね４割程度低

減する可能性ということでありますので、こうした点を考慮すると、100万キロワットを追

加連系するごとに約 25万キロワットの追加の調整力が必要になるというのが今回のシミュ

レーションの結果であります。 

 こういった点を踏まえまして、今後の自然変動電源の導入の在り方ということでまとめ

ておりますのが、７ページ目になります。 

 まず１つ目、出力変動対策要件は 2013年以降要件となっておりますけれども、これは可

能な限り早期になくしていくこととしてはどうかというふうに考えております。一方で、需

給調整を確実に行っていくという観点からは、２つ目のポツにありますような自然変動電

源の増加をしっかり見通して、それを見通しながら調整力というのを確保できる仕組みと

いうのを整えていく必要があるというふうに考えております。 

 この必要な調整力の見通しというのは、今後の自然変動電源の導入見通し、いつ頃、どれ

ぐらい入っていくのかという仮定の置き方、見通しによりますし、また今回のシミュレーシ

ョンにつきましては、昨年 12月本ワーキングでもご議論をいただきましたより精緻な方法

もある中で取りあえず短期にできる方法でのシミュレーションであったものですから、こ

の点をより精緻化するということが重要になってくるというふうに考えております。 

 さらに必要な調整力を確保していく。こちらも時間軸を考慮してということで、再エネの

導入見通しを見ながら、あらかじめ確保していくに際しての導入の環境整備でありますと

か、あるいはこれも以前本ワーキングでもご議論いただきました自然変動電源、例えば風力

などで、それ自体で調整力を出していく、提供していくといったような形。自然変動電源が

入ると必然的に調整力が増えるという考えではなくて、自然変動電源が入っても必要な調

整力は増えないで済むような仕組みといった点を検討。さらには、それでもやはり調整力が

増える場合の費用の増加への対応について検討を行っていくこととしてはどうかというふ

うに考えております。 

 さらにということで一番下に記しておりますけれども、そういった対策、対応をまとめつ

つも、どうしても、もしも必要な調整力を確保できなかった場合の対応というのもあらかじ

め検討しておく必要があるのではないかというふうに考えております。 

 以上の点を最後にまとめておりますのが、スライド８ページになります。さまざまな課題、

必要な調整力の算定から確保、あるいは不足時の対策、さまざまな課題がありますし、こち
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らは北海道エリアにとどまらない全国レベルの制度の検討といったことにもなりますので、

そういった点について、項目によってはこのワーキングではなく再エネ大量小委という別

の場においてご議論をいただくという形で、全体的に検討を進めつつ、その具体的な出力変

動対策要件の撤廃時期については、こういった検討の進捗状況を踏まえながら夏ごろまで

にご議論をいただくようにしたいなというふうに考えております。 

 事務局からのご説明は以上になります。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。それでは、ただ今の２つのご説明を踏まえご議論をいた

だきたいと思います。前回はこの分野に関する議論は少し寂しい状況でしたんで、委員の先

生方、オブザーバーの方々、積極的な発言を頂ければ幸いです。それでは、まず委員の方々

からお願いいたします。 

○馬場委員 

 では、馬場ですけれども、よろしいでしょうか。 

○荻本座長 

 はい。馬場委員、お願いいたします。 

○馬場委員 

 ご説明いただき、ありがとうございました。これから更に自然変動電源、ＶＲＥをポテン

シャルのある北海道エリアに導入すべく、出力変動要件を早期に撤廃するためには様々な

ことを考慮する必要があることを示した頂いたものと思います。 

 事務局資料７枚目の一番下に、需給調整市場における調達不調等により必要な調整力を

確保できなかった場合の対応策について検討すべきと言及されておりますが、これは非常

に重要なことであると思いました。 

 まだ精緻なシミュレーション結果ではないということではございますけれども、例えば

100 万 kW の風力発電を追加するためには 25 万 kW の追加調整力が必要になると算出されて

います。これは北海道エリアとしては非常に大きな量の調整力に相当すると思います。 

 もちろん、今後様々な調整力を供給する電源が導入されるかもしれませんが、火力機だけ

でこの調整力を確保するには、相当量の火力機を運転する必要があり、需給調整も大変にな

り、調整力の確保は短期的には難しいと思います。そうなると、できる限り早期に出力変動

要件を撤廃するのであれば、確実に、常に調整力を確保できる条件で VREの連系可能量を決

めることになると導入促進に対し逆効果になってしまうと思います。調整力が確保できな

い時間帯では VREの出力制御をするなど、ルールを決めることにより、VREをより多く導入

するということもできるのではないかなと思いますので、議論を今後、早急に進めていただ

く必要があるのではないか思いました。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。今のは要望ということですね。ご質問ということではなくて。 
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○馬場委員 

 はい。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。松村委員、お願いします。 

○松村委員 

 松村です。聞こえますか。今も馬場委員がご指摘になった事務局の資料の７スライドです。

最後のところの「需給調整市場における調達不調等により必要な調整力を確保できなかっ

た場合の対応策」というのが、とても理解しにくいものなので、もう少しブレークダウンし

て、何を気にしているのかを明らかにしていただかないと思いました。これでは、ほかのと

ころで議論をするとしても、とても難しいと懸念しています。 

 でも、一方でとても重要なことなので、ちゃんと準備しなければいけないというのは間違

いない。それでもちょっとこんなラフなことを言われても、とても困ってしまう。まず非常

時への備えというのは、非常時というのは何を考えているのかにもよるのですが、本当にす

ごい非常時でおかしなことが起きるということにもとても重要なことなので備えなければ

いけなということだとすれば、この北海道の件に限定した話じゃない。 

どこでも非常事態が起こって、その場合調達不調は起こり得るから、その時はどうするの、

ということは当然考えなければいけない。いろいろ考えなければならないのに、何でこの問

題だけ取り上げるのかが、まず分からない。 

 それから、需給調整市場は、３次調整力○2を除けば、基本的にこれから作られる制度も既

にある制度も、スポット市場よりもはるか前に、今なら年間調達、今後も週間で調達するこ

とになる。この調達不調というのはどういうことか。ここで調達ができないということは、

そもそもスポットに参加できるような電源、ＤＲだとか電池だとかも含めて、参加できるよ

うな電源のかなりの部分は需給調整市場に参加できるわけで、先にそっちの市場が開くの

にもかかわらず、そっちが調達不調、つまり必要量が調達できないということになるという

ことは、それはもうスポット市場は壊滅するということですか、電源が全くなくて。でも、

ここで気にしているのは軽負荷期の話じゃないの？。何を言っているのかが、これだけ見て

もさっぱり分からない。調達不調というのは一体何を気にしているのか。ここでは火力は軽

負荷期には３台しかつながないという前提になっていて、３台以上というのは、そもそも事

業者が出さないか、あるいは出されても拒否するというようなことがあって不調が起こる

ということだとすれば、それは調整力市場がまともに設計されていれば、価格はどこまでで

も上がる。供給が足りないというわけだから、どこまででも上がる。だとすれば調整力を供

給する手段、いろんな手段があり得るので、そんな無限に大きな価格が付くんだったら当然

に入ってくるんじゃないの、というようなことが想定されるのにもかかわらず、ここで安直

に調達不調と言っているのは一体何なのかを明らかにしないで、こんなきついというか、重

要な言葉がぽんと出されてもとても困ります。 

 それから、さらにブレークダウンして、不足するというのは、もちろん一次調整力という
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こともあり得るわけですけれども、上げ代ですか、下げ代ですか。で、今までは当然１つの

火力発電所でどっちも供給するということになっていて、それが調整力だろうと、そういう

発想だったわけですけれども、仮に再エネで調整力を供給するということになったとすれ

ば、下げ代であれば止めることで対応できるかもしれないけれども、上げ代は難しい。でも、

上げ代ということだとすると、これは軽負荷期で、北海道で大量に再エネが入っていて、南

に向かって電気が流れているという状況で、本当に再エネの調整力との組み合わせという

ので調達できないのかというのは、それほど自明なことではありません。こんな重要な問題

をこんな簡単な説明ではなくて、もっと丁寧にブレークダウンして、何を議論しなければい

けないのかを明らかにしなければいけないと思います。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。ただ今のご指摘と、馬場委員からの出力制御というキーワード

もありましたけれども、事務局から補足説明をいただけないでしょうか。 

○小川電力基盤整備課長 

 ありがとうございます。馬場委員、それから松村委員からご指摘いただいた点、まずは、

今、この記し方として非常にこんなラフな記し方で具体的なところをもっとしっかり詰め

ないとという点、ごもっともなご指摘だと思います。何かこの場でもって決めるというより

は、こういったことの検討が必要でないかということで、じゃあ、具体的にどういった事態

の場合にこういう懸念が生じるのかといった点につきましては、今、松村委員からもありま

したような火力の稼働状況ですとか、具体の上げ代、どういう場合の不足、あるいは市場の

動向などでどんな場合にそういった事態が生じるのかといった点につきましては、また機

会を改めてご説明、ご議論をいただければと思いますし、今、ご指摘がありましたとおり、

必ずしも北海道に限られるものではない。一方で、どうしても今回の調整力の議論、北海道

については他エリアとの連系が限られているというところ、そして再エネの導入をこの後

に要件を撤廃するとかなり増えるということが見込まれるということで、まずは北海道を

念頭に置きつつではありますけれども、他エリアにも関係するということで、議論の場も含

めて、事務局のほうでしっかり検討したいというふうに思います。 

 事務局からは以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい。それでは、岩船委員、お願いしま

す。 

○岩船委員 

 ありがとうございます。私は、まず北海道電力さんに質問があります。今回、かなりはっ

きりと資料３の３ページで出力変動対策必要というふうに、もちろんそれはそうだと思う

んですけれども、蓄電池がかなり必要のような書きっぷりだと思うんですけれども。５ペー

ジに示されたようなこういう厳しい状況というのは、１年間でどのぐらい起こるのか。そう
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いう年間のシミュレーションをされているんでしょうか。やっぱりこれがどのぐらいの頻

度で起こり得るかによって、取るべき対策というのは違ってくるんではないかなというふ

うに思いました。蓄電池は非常に高価なものですし、例えば５ページにあるように火力３台

をこれが火力４台になれば、でかなり限られた局面しかないのであれば、恐らくそのほうが

いいでしょうし。そういうことが分かるように、やはりこれは少なくとも今は 2020年 10月

昼間とシミュレーションをされているんですけれども、少なくともどういう頻度で起こり

得るのかというのをしっかり示していただく必要があるのではないかと思いました。 

 その上で、今回の運用が本当に限界的なのか、もう少し運用の工夫をする余地というのが

ないのかということを、これは質問ですのでお答えいただければなというふうに思いまし

た。 

 あとは事務局のほうに関してですけれども。これからいろいろきちんとシミュレーショ

ン等もしっかりして、その上でどういう調整力の確保の在り方を検討していくかという話

になると思うんですけれども。特に、私は、再エネ側の制御機能という話が非常に重要なの

かなと思っています。で、恐らく技術的にはできる。できるけれども、例えば再エネが制御

した分を丸々調整力として対価を支払うのかという、その辺りの境界に関しても、今後、再

エネが増える中で議論になっていくかなというふうに思っております。自分自身が入るこ

とで必要な調整力が増えるということで、どのぐらいそれを提供し、そのうち丸々対価をも

らうのか。それとも、ある程度再エネ側の条件として一定程度は調整力を出すことをもうあ

らかじめ入れ込むのか。その辺りは制度設計の議論として重要な点ではないかというふう

に思いました。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。 

○岩船委員 

 すみません。もう一つだけ。 

○荻本座長 

 はい。 

○岩船委員 

 すみません。再エネ側もしっかり調整力を提供する仕組みを入れ込むことは重要だし、か

つ送配電事業者さんにおかれましては、ぜひ、なるべく高度な運用を目指していただきたい。

この２つです。で、確保すべき調整力もある程度抑えられれば、それ自体が非常に全体最適

につながると思いますので、両方が最適なところを目指せるように、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○荻本座長 

 それでは、ただ今の岩船委員のご発言、最初は北海道電力さんに対しては１年間の発生頻
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度が重要で、年間シミュレーションが必要ではないかと、これはコメントで頂きました。 

 ご質問は、運用を工夫する、または運用の高度化という余地はないのかというご質問でし

たが、いかがでしょうか。 

○米岡オブザーバー 

 北海道の米岡でございます。ありがとうございました。岩船先生のおっしゃるとおり、今

回、シミュレーションＡにつきましては年間厳しい断面で検討してございまして、8,760時

間での評価が必要ということはおっしゃるとおりでございまして。このため、今回、事務局

からシミュレーションＢ、こちらの評価手法をご提案され、われわれのほうで今回は簡易手

法にのっとってやったものとなってございます。 

 この後、このシミュレーションＢについては、手法○2○3とさらに高度な手法で検討してい

くことが事務局から提案されてございますし、そういうような検討結果を見ていく中で、

我々としても高度な運用、こちらのほうはいろいろ考えていかなければならないというふ

うに思ってございます。 

 よろしいでしょうか。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。今、言われたＡとＢと分けておられますけれども、Ｂの中で

8,760時間の需給解析をするという理解でよろしいですか。 

○米岡オブザーバー 

 今回のシミュレーションＢにつきましては、8,760時間の検討でございますので、これを

さらに詰めていく形になるかと思ってございます。 

○荻本座長 

 というか、需給解析というのがキーワードなんですけれども。必要量だけではなくて確保

という言葉が入っているので、運用の中で確保できるかどうかをチェックしないといけな

いんで、運用台数とかを含めて。 

○米岡オブザーバー 

 まず、どの断面で必要かということをチェックした上で、その断面、その断面でその調整

力をいかに確保していくかというのを運用の中で考えていきたいと思います。 

○荻本座長 

 それを 8,760時間の需給解析ということでよろしいんですか。 

○米岡オブザーバー 

 はい、結構でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、事務局のほうに、制度設計、再エネの制御機能を活

かすという辺りでご発言ございましたけれども、何か補足説明はありますでしょうか。 

○小川電力基盤整備課長 

 ありがとうございます。岩船委員からご指摘の非常に重要な論点だと思っております。再
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エネ側自らが追加的連系することで、必要な調整力が増える場合に、自らが調整力を提供す

る、その場合の対価を仮に支払う場合に、全部なのか、一部なのか、あるいは一定の何かむ

しろ義務付けをするのか。この点は大きな議論だと思いますし、その際には再エネの賦課金

制度の下での話も念頭に置きながらの議論になってくると思いまして、そういった意味で

も議論の場としては再エネ大量小委を予定しているところであります。 

 事務局からは以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。議題２について、ほかに委員の方、オブザーバーの方から。 

○岩船委員 

 すみません、岩船ですけれども。 

○荻本座長 

 はい、どうぞ。 

○岩船委員 

 今のご説明で手法○1、手法○2、手法○3という話があったんですけれども、それは資料３の

９ページのことをおっしゃっているんですか。その○1○2○3のイメージがつかないので、そこ

がイメージできなかったのですが。説明を追加していただけますか。よろしくお願いします。 

○荻本座長 

 いかがでしょうか。聞こえません。事務局、いかがですか。 

○小川電力基盤整備課長 

 こちらは、多分、米岡さんからですかね。先ほどのご説明にありました、今回簡易な手法

○1 でやりましたが、○2○3 といった形でどういう風力の分布かというのの置き方次第でより

精緻なシミュレーションという趣旨だったと思います。北電さんほうで補足がありました

らお願いいたします。 

○米岡オブザーバー 

 米岡でございます。今、小川課長さまがおっしゃられたとおりでございます。 

○荻本座長 

 具体的にお話しいただけませんか。 

○米岡オブザーバー 

 今回、弊社資料９ページ、これにつきましては前回の系統ＷＧで事務局から提出された資

料でございます。北海道内の風力のデータから自然変動電源のデータを得る必要がありま

すが、今回は手法○1といいまして、風力の導入量が増えた場合も定格出力に対する変動割合

は変化しないと仮定しております。 

要するに平滑化効果を算出するのがまだ難しいため、そこまで見込まずに単純に倍した、非

常に簡易な手法をイメージしてございます。ただし、これだけでは必要な調整量が過大とな

る可能性がございますので、平滑化効果を推計する手法については手法②、もしくは合成出

力を近隣の既存発電所の出力データを代わりに用いて、合成出力を算出する手法○3、これら
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を用いた精微な検討については多少時間がかかりますので、弊社資料 10ページ、これも前

回の系統ＷＧで事務局さまから示されたものではございますけれども、手法○2○3 について

は 2022年中に結論を得ることを目指すとしております。今回は、北海道ネットワークにお

きましては、手法○1 を用いた結果を今年度中にご報告していただくことではどうかという

記載に基づきまして、まずは○1を年度内にご報告したものでございます。 

 よろしいでしょうか。 

○荻本座長 

 分かりました。 

○岩船委員 

 分かりました。ありがとうございました。ただ。 

○荻本座長 

 ということは。 

○岩船委員 

 すみません。岩船です。いいですか。 

○荻本座長 

 どうぞ。 

○岩船委員 

 調整力のポテンシャルの推計方法の精緻化であって、運用がどうなっているかという年

間のシミュレーションはされないということで、どちらかというとシミュレーションＡの

ほうの結果がある特定の一断面だけを見て議論をされているように思いましたので、私は

そう意味で年間のシミュレーションが必要ではないかというふうに申し上げたんですけれ

ども。そちらはもう必要ないというご判断だということでよろしいですか。 

○米岡オブザーバー 

 米岡でございます。おっしゃるとおりシミュレーションＡは厳しいところでやってござ

いますので、運用についてはきちんとそれも年間でどのようにやっていくかというのを考

えていかなければならないと思ってございます。 

○岩船委員 

 ありがとうございます。できれば、そちらのほうも併せてご検討いただければと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。私のほうから混線してすみません。それでは、ただ今挙

手いただいております山口委員、原委員、後藤委員、順番にお願いいたします。 

○山口委員 

 山口です。ご説明どうもありがとうございました。資料４の事務局資料のスライド８で今

後の検討の進め方ということで大きく○1から○3までありますけれども、○1とか○2、○3もそう

かもしれないんですけれども、北海道もそうですし、ほかのエリアもそうかもしれないんで
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すが、やはり連系線というのはある程度存在感があるといいますか、連系線の活用は非常に

重要だと思うんですけれども。先の議題でもそうだったんですけれども、他エリア、相手エ

リア側の受け入れ量というか、そういった都合によって連系線の使われ方が変わってくる

と思いますので、他エリアでの 8,760時間の需給の運用のシミュレーションなどを行って、

こういう課題の検討に対して定量的に議論をしていく必要があるんじゃないかなというふ

うに思いました。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ちょっと時間が押していますので、コメントということにさせて

いただきたいと思います。原委員、お願いします。 

○原委員 

 北大の原でございます。先ほど萩本委員長のほうからのご質問に対する回答の中で、需給

の解析をされるというコメントがあったかと思うんですが。私の中の理解では、シミュレー

ションＢのほうはどちらかというと必要量の算定であって、それをどういう電源でカバー

していくかという、需給の解析といいますか、需給の様子をシミュレートするような解析は

不要なのかというふうに思っていたんですけれども、そこのまず理解が合っているかとい

うのが１点です。 

 もう一点は、今回のシミュレーションＢの結果というのは、風力の追加連係量に対して追

加的に調整力がどれだけ必要になるかというのを、風力の変動量だけに基づいて推計した

ものになっておりますが、実際には需給の調整のための調整力ということですから、既に設

置されている風力の変動量であるとか、需要側の変動とか、そういったものと合わせて本当

の必要量というのが出てくるので、少しそこの変動間の慣らし効果を加味すると、少しオー

バーエスティメートになっている可能性があるのかなという気がしております。その辺に

ついて、もしお考えがありましたら、コメントを頂ければ幸いです。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ただ今のご指摘に関して、これは北海道電力さんでしょうか。お

願いいたします。 

○米岡オブザーバー 

 北海道ネットワークの米岡でございます。調整力の追加の考え方はそのとおりでござい

まして、今ある分に対して風力がどれだけ追加になったら調整力がどれだけ必要になると

いうことを今回示させていただいたものです。それをどのように調達していくかについて

は、事務局資料にもございますように、需給調整市場がございますし、あと弊社の運用でも

いろいろ考えていかなければならないと考えてございます。 

 よろしいですか。 

○原委員 

 ちょっと質問に対する回答とすれ違っていたような感じがしまして。今回の必要追加的
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な調整力の評価量というのは、追加で入った風力がどれくらい変動しているかということ

を求めているだけなのかなという感じがしておりまして。追加で入った風力がどのように

出力変動を伴うかということだけを評価しているだけのような気がしまして。実際には、実

際に必要な変動量というのは、その他の変動要因と合成した上で評価すべきだと思います

ので、今回のはあくまで追加的に入った風力がどれだけ変動しているかということを評価

したに過ぎないという理解でおりますが、そこの部分については理解は正しいでしょうか。

私の理解が正しいかどうか。 

○荻本座長 

 北海道電力さん、いかがでしょうか。 

○米岡オブザーバー 

 今、先生のご指摘のとおりでございます。 

○原委員 

 はい、ありがとうございます。 

○荻本座長 

 よろしいですか。失礼しました。それでは、後藤委員、お願いします。 

○後藤委員 

 ありがとうございます。今回は試算結果を示していただいたということで、このような数

値に基づいて議論することは非常に重要であると思っていますので、大変よい試みである

というふうに思っております。今後の対策として、スライド６あたりに示されている変動電

源の制御であるとか、調整力の調達であるとか、いろいろなオプションが使い得る中で、ど

れぐらいの費用をかけると何ができるのか。最適な対策が何であるのかというところを検

討していく中で、参考情報として見やすいような形で対策とコストの組み合わせといった

ような切り分けで示していただけるとありがたいのかなというふうに思います。 

 また、先ほど非常時というのがどういうことを意味するのかという議論もございました

けれども、ある程度コストを度外視して考えなければいけないケースであるとか、そういっ

た場合もあるかと思いますので、シミュレーションをする側の思いといいますか、想定とい

いますか、そういったものを組み合わせて示していただけるといいのかなというふうに思

います。 

 以上、要望でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。それでは、これで委員にはご発言いただきました。オブザーバー

の方はいかがでしょうか。よろしいですか。はい。 

○米岡オブザーバー 

 すみません。北海道ネットワークの米岡ですけれども、よろしいでしょうか。 

○荻本座長 

 はい、どうぞ。 
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○米岡オブザーバー 

 今回、事務局さまからさらなる再エネ導入拡大に対する資料を出していただきまして、わ

れわれとしましても調整力の確保は大きな問題と考えております。今後、必要調整力の低減

や導入の考え方についても検討していくことが示され、当社としても積極的に協力をさせ

ていただきたいと考えております。 

 これまで委員の皆さまが言われたように調整力の確保につきましては、蓄電池やＤＲ、Ｈ

ＶＤＣの活用等幅広く検討して、トータルで低減策を検討していくことがわれわれとして

も重要だと考えてございます。 

 また、今日は馬場先生や岩船先生からありましたが、再エネ側の対策についても調整力コ

ストの低減は大変重要だと考えております。 

 最後に、北海道において需要規模を超える再エネの導入拡大に伴い、調整力の調達量は大

幅に増えていくことが想定されてございます。今回提示された変動緩和型蓄電池を配置し

ていく検討におきましては、増加する調整力の費用について、その負担が再エネ拡大エリア

に偏ることなどないような議論を、この場ではございませんけれども、ぜひ進めていただき

たいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○荻本座長 

 分かりました。どうもありがとうございました。委員の方々からもご指摘があったように、

いろんな示し方をしてほしい、または費用が最小になるようなという、かなり高度な要望が

出ております。これは、一定のシミュレーションをやっていかないと答えが出ないという領

域だと私は思いますので、それも一定の期間の中で実施できるようにご努力いただきたい

と思います。 

 ＪＷＰＡの鈴木さん、どうぞ。 

○鈴木オブザーバー 

 すみません。ＪＷＰＡの鈴木です。ありがとうございます。一点だけコメントさせていた

だきます。本件は全体的に北電さんの説明、それから事務局さんの説明も基本的にはサイト

側蓄電池の廃止ということと、出力変動緩和要件の撤廃という方向に向けた議論、少なくと

も 2022年度内にはという方向での議論だったかと思いますが。解析については、前回のワ

ーキングで私どものほうからもちょっと意見をさせていただきましたが、やはり精度とい

うか、いわゆる原先生のほうからもあったように、いわゆる変動部分について風力だけのも

のを見ていても足りないので、全体的な需要変動というものに対する調整力をどう付ける

かという意味では、需給シミュレーションの精度をやっぱり上げなければいけないという

のが前回もご指摘させていただいたところでした。それに向かって北電さんの資料９ペー

ジ目の手法○2であるとか、それから 8,760 時間のシミュレーションであるとかということ

を、今後、早期に進めていただいて、精度を上げていただくということで、同じく北電さん

の資料 12ページのような倍々的になっているようなものはあまりにもちょっとデータの信
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頼度が低いのかなというふうに考えますので、今後、早期に修正、解析のほうを進めていた

だくようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。すみません。それで、既に議題を１つ残して 9分のオーバーに

なっております。申し訳ありませんが、もう少しご参加いただけるようにお願いをいたしま

す。 

 それでは、次の議題に参りたいと思います。３つ目の議題のグリッドコードということで、

広域機関から資料５について説明をお願いします。若干巻きでご説明いただければと思い

ます。申し訳ございません。 

 

【資料５】再エネ大量導入のために必要となるグリッドコードの検討［電力広域的推進機

関］ 

○本澤オブザーバー 

 広域の本澤でございます。音声のほうは大丈夫でしょうか。 

○荻本座長 

 はい、聞こえています。 

○本澤オブザーバー 

 それでは、今、お話しいただきましたとおり、時間が超過しておりますので、ポイントの

みご説明させていただければと思います。 

 まず、２ページになりますが、本日、ここに示しております４つのセクションでご説明さ

せていただければと思います。 

 続きまして、４ページになります。こちらは、第 20回の系統ワーキングにおきまして広

域機関にグリッドコード検討といったところがタスクアウトされて、今現在、広域のほうで

グリッドコード検討会を立ち上げて検討しているといったような状況となっております。 

 続きまして、５ページになります。 

当面、2030 年度エネルギーミックスの実現に向けて、短期的に要件化が必要な技術要件と

いうことで、2023 年４月の要件適用といったところを想定して議論を行っているところで

ございます。 

 その議論におきましては、再エネ導入時の起こり得る課題と解決策といったところを基

に、制度の５つのグリッドコードの中で、特に系統連系技術要件を中心に要件を決めている

といったところになっております。 

 ６ページは委員構成となっておりまして、さまざまな専門分野の方にご参加いただいて

いるという状況となっております。 

 続きまして、８ページのスケジュールのほうに移らせていただきます。短期的要件は後ほ

どご説明しますが、20件ほど抽出いたしまして、そのうち 19件の技術要件の審議、検討と
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いったところが完了しておりまして、前回の第８回においては総合評価なども実施してお

ります。今月３月の検討会において１件追加審議ということで、全ての個別要件の検討を完

了するという予定となっております。 

 続きまして、９ページ、今後のスケジュールということになっております。先ほど短期的

要件ということで 23年４月の改定を目指していると申し上げましたが、真ん中あたりに今

後の予定ということで、認可申請を今年の６月から７月に行うことを想定しております。ま

た、関連規程類の改定といったところで、ガイドライン等についても来年度に同じく改定を

行っていくという予定としております。 

 一方、中長期検討項目といったところで、2050年のエネルギー等々の話もありますので、

こちらの検討といったところに、今、着手し始めて、今年の９月までにはある程度項目の決

定といったところまでいきたいというふうに計画しております。 

 続きまして、11 ページになります。こちらは、先ほど申し上げた短期要件といったとこ

ろを抽出する仕分けの観点になっております。特に、早急に発電側で具備したほうが電力の

安定供給に貢献すると考えられるといった項目を中心に、短期的要件を抽出しております。 

 その抽出した結果を 12ページ、13ページに示しております。ここで真ん中の列が短期の

検討項目となっておりますが、例えば発電設備の制御応答性ですとか、発電出力の一定維持

といったところで、周波数低下時にもある程度出力を一定に維持していただくことや、再エ

ネが系統に接続する際に並列時の許容周波数ということである一定以上の周波数、より高

い場合には接続を待っていただくといったような機能を短期で入れております。 

 一方で、再エネの有効電力の増加速度上限といったところの項目は継続検討としまして、

今後の議論といったところにしております。 

 続きまして、15 ページが、本日はお時間の関係で説明は割愛させていただきますが、実

際の今回検討している 20件の要件について、対象電圧、対象電源等々を記載したものでご

ざいます。 

 続きまして、17ページに移らせていただいて、総合評価ということで、20件の個別評価

を行った後に、最後に横串を刺した形で、費用、出力制御の低減効果、変動対応能力、公平

性、実現性といった観点で横断的に総合評価を行わせていただいております。 

 18ページが実際のその 20件をカテゴリー分けしまして、総合評価を行うといったところ

になりますが、最終的には左下の黄色でハッチを掛けております５件についてオーバーラ

ップの部分があるということで、総合評価対象とさせていただきました。 

 続きまして、19ページ、20ページに総合評価の結果ということになりますが、19ページ

は周波数の変動対応能力ということで、シミュレーションを実施させていただきました。 

これらの要件を適用することで、系統の周波数が乱れた際に周波数の最下点が改善すると

いったところ、周波数の回復も早くなるといったところも見て取れまして、要件適用として

妥当と判断するという結論とさせていただいております。 

 続きまして、20 ページの総合評価の実現性といったところになります。先ほど申し上げ
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ました 20件の要件につきまして、業界等とも議論をしている中で、高圧および低圧に関す

る要件の適用時期に関して、要件詳細が決定してから市場投入までに要するプロセスとい

ったところを鑑みると、こちらに示しております２件、発電設備の並列時許容周波数の高圧、

低圧、および電圧変動対策といったところ、こちらは力率の設定になりますが、この２件に

関しては 23年４月といったところになりますと全ての移行の完了が難しいといったところ

もございましたので、要件の適用としては 25 年４月の要件適用とすることになりました。 

 ただ、一方で、事前にガイドラインおよび系統連系規程に先行して規定していくというこ

とを含めて、広く周知しつつ迅速に移行して、最終的に 25年４月には移行を完了するとい

うことで進めていくという結論とさせていただいております。 

 続きまして、22 ページになります。こちらは今後のお話ということで、中長期要件化項

目の仕分けということで、３つのカテゴリーで想定してございます。１つ目が中期というこ

とで 2025 年前後に要件化を目指すもの、２つ目としまして長期の 2030 年前後に要件化を

目指すもの、最後に継続検討という３つの項目に分けております。 

 23ページがそのロードマップといったところになります。それぞれ最終的には 2050年の

マスタープランといったところも見据えつつ、中期、長期といったところまでカテゴリー分

けしつつ、できるだけ遅滞なく必要な要件を規定していくということで想定しております。 

 24 ページ以降はそれぞれの要件の概要と適用時期といったところになりますが、本日は

時間も限られておりますので、こちらの説明は割愛させていただければと思います。 

 本件のご説明としては以上となります。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。それでは、事務局からのご説明をお願いいたします。 

○小川電力基盤整備課長 

 それでは、資料６に沿ってご説明します。その前に一言。 

○荻本座長 

 少し声が小さいようです。 

○小川電力基盤整備課長 

 すみません。資料６のご説明の前に、萩本座長に一言申し上げます。すみません、事務局

からのご連絡が不十分で。本日、時間としましては 16 時 30 分までということで各委員の

お時間を頂いております。その上で、資料６について簡単にご説明いたします。 

 

【資料６】グリッドコードについて［事務局］ 

○小川電力基盤整備課長 

 本日、ご議論をいただきたい点を、２ページ目の一番下に２点記しております。今しがた

広域機関のほうからご説明もありましたうちの中長期の要件化が必要な技術要件の検討の

進め方というのが１つ。もう一つは、需要側の機器における要件化の在り方という点になり

ます。 
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 まず１点目のご議論をいただく上で、３ページ目をご覧いただければと思います。もう委

員の中ではよくご存じの方も多いわけではありますけれども、ここで言いますとグリッド

コードと呼んでいるうちで、右のほうの電事法の認可対象でない規程ということで、○2のガ

イドライン、あるいは○3の系統連系規程というのがまずあります。もう一つは真ん中あたり、

青の○4で系統連系技術要件というのがありまして、これは経済産業大臣の認可を受けて、各

送配電事業者が定めます。 

こちらはある意味義務になるというところでありまして、右のほうのガイドラインという

のと左の真ん中の義務となる技術要件という、この２つがあることを念頭に、スライド６ペ

ージをご覧いただければと思います。 

 １つ目に記しておりますのは、グリッドコードの体系としまして、今しがた申し上げたよ

うな幾つかの階層構造がありまして、それで改正がなされると直ちにそれがそのまま適用

になるというところであります。 

 一方で、今しがた広域機関からのご報告にもありましたように、短期的な要件といったも

のであってもメーカー側の準備が間に合わないといったようなこともありまして、一部項

目については 23年ではなく 25年ということにした項目もありました。 

 そういった意味で、新しい要件については、一定のリードタイムを確保することが望まし

いというふうに考えております。 

 これをどのように進めていくかといったときに、まずはガイドラインというので定めて

方向性を示しつつ、この大臣の認可を受けて基本的に直ちに適用になるこの技術要件とい

うのはその上で定めていくと。ここで時間差を設けていくということで予見性を確保しな

がら新しい要件を導入していってはどうかというのが１つ目のご提案になります。 

 それからもう一点、需要家側の要件の定め方ということに関連して、８ページをご覧いた

だければと思います。今しがたのご説明と重複しますが、基本的にはガイドラインあるいは

技術要件での適用範囲というのは、基本的には新設というのを前提としております。他方、

２つ目のポツにあります基本新設だけれども相当の必要性がある場合には既設についても

適用ということが整理されております。ですので、既設への適用、これは別に短期に限るも

のではないので、中長期の要件化が必要なものについてもこういった相当の必要性がある

場合に限ってはどうかというふうに考えております。特に需要側の設備に関しては、数も多

い、あるいは影響の範囲も広いというふうに考えられますので、この短期のものと同様に、

中長期の要件化のところについてもこういった相当の必要性ということでもって例外的に

既設についても適用の対象としていくということでよいのでないかというふうに考えてお

ります。 

 なお書きのところで、そういった既設への適用もある場合について、その場合の対応費用

を削減する方法があるとしたらどんなことがあるかということも併せてご検討いただけれ

ばということで一文を記しております。 

 事務局からのご説明は以上です。 
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○荻本座長 

 どうもありがとうございました。それでは、ただ今の２つの説明を踏まえてご議論をいた

だきたいと思います。まずは委員の方々から、ご発言がありましたらお願いします。ご発声

ください。 

○馬場委員 

 では、馬場ですけれども、よろしいでしょうか。 

○荻本座長 

 はい。馬場委員、お願いします。 

○馬場委員 

 ご説明いただきありがとうございました。私も実はグリッドコード検討会に参加させて

いただいており、それでいろいろ皆さんと議論をしております。事務局資料の６枚目のスラ

イドをお願いします。このスライドの２ポツにあるように、近々に必要な要件についても一

定のリードタイムが必要になることが検討会でも議論になり、リードタイムを認めざるを

得ないと思っております。 

 一方でリードタイムというのを考えると、中期的に必要と言われている要件も早急に検

討をしないと、必要となったときに必要な量の機能を持っている機器が普及していること

が望ましいのですが、実際には普及していない可能性も否定できません。今後の議論を加速

させていく必要があるのではないかと思いました。 

 それから、系統連系ガイドラインにおいて将来的に要件化する事項を明確化するとされ

ています。明確化していただくと、多分、国内のメーカーさんは、それに対応し、要件化し

てから非常にリードタイムが短くなるような開発をされと考えておりますが、一方で、日本

でいうグリッドコード、系統連系規程は即刻、利用する機能を規定しているため、将来使わ

れるであろう機能を規程の中に入れることは馴染まないとされています。将来必要な機能

を具備して欲しいという強制力のある規程が明確でないような気もしております。 

 リードタイムを確保しながら、早めに議論をしていくということも必要ですが、あらかじ

め必要となる要件を具備したものを普及させ、必要なときに使えるようにする方策が必要

であると思っております。そのような規定をどこかで議論をする、要するに中長期的に必要

な機能を具備しておいてもらう、それをある程度制度化するということをどこかで検討し

ておく必要があるのではないかと思いました。 

 以上です。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございます。大切なポイントだと思います。一応コメントですが。では、

ほかの委員の方々、いかがでしょうか。それでは、オブザーバーの方々を含めてどなたでも

ということでご意見を頂ければと思いますが、いかがでしょうか。鈴木オブザーバー、お願

いいたします。 

○鈴木オブザーバー 
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 ありがとうございます。ＪＷＰＡの鈴木です。事務局さんの資料８ページ目の右下２ポツ

目、３ポツ目のところに関するところですが。相当の必要性がある要件に限って既設設備に

ついても適用の対象、あるいは本当に必要で適用する場合には既設設備への適用は相当の

必要性がある場合に限ることにしてはどうかというふうに記載がございます。今、馬場委員

のほうからご指摘あったこととすごく関係があることだろうと思っておりまして、われわ

れもグリッドコード化検討会の中では、必要機能の具備ですか、こういう専用機能は必要だ

というものについては早めに前倒しで実装を準備するようにさせるということと、実際に

実運用上に適用するという時期は、実際の導入量であるとか系統の整備状況によっても変

わるかと思いますんで、そういうのを適宜対応できるような、馬場委員からのご指摘と同じ

意見でございますが、そういうことを分けて対応できるようにしていただければというこ

とを強く要望したいと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。原委員、お願いします。 

○原委員 

 ありがとうございます。 

同じく中長期的な要件化のところにつきまして。これについては、今、鈴木さまからのご発

言にもあったように、必要性と重要度というんでしょうか、そういったものに基づいて決め

ていくという側面と、あともう一つは例えばソフトウエア的な改修程度で対応ができるも

のと、あらかじめある程度デバイス的に少し冗長性を持たせてつくらなければいけないも

のとあるのかなという感じがしております。そういった形での切り分けも必要なのかなと

いう感じがいたしました。 

 具体的な例を挙げるということにはならないんですが、そういった観点での切り分けで

中長期的な要件化というものの是非というものを検討するということが必要かなというふ

うに思いました。コメントでございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。岩船委員、お願いします。 

○岩船委員 

 ありがとうございます。私もグリッドコード検討会の委員でもありまして、私は需要側の

機器の要件化のところに関してコメントさせていただきたいと思います。資料６の 11ペー

ジのところにあるんですけれども、基本的に需要側の機器への要件化は、今のところかなり

最小限のものとなっていると、ここにも書かれているとおりで。かつ、やはり需要側の機器

にいろんな要件を課していくということは、財産という意味でも、かつ特に小規模なものと

なると難しいというような議論がございまして、ここは具体的にどんな機能を具備してい

くか、でそれをどう義務化していくかというようなところに関しては、グリッドコード検討

会を超えてエネ庁さんのほうで少し議論が必要なのではないかというフェーズに入ってき
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ていると思います。系統からというよりも、むしろ市場側のニーズに応えるというような整

理の仕方もあるんではないかというような話もありましたので、その辺りをしっかりご議

論いただければなと思います。制御できないこういう小さいリソースが増えて、結局、今、

期待されているＤＲにも使えないというのが一番残念な結果だと思いますので、そこはや

はり早めに手当てする必要があるだろうというふうに思います。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。手が挙がっております。火原協の中澤オブザーバー、お願いしま

す。 

○中澤オブザーバー 

 火原協でございます。私もグリッドコード検討会のほうにオブザーバーで参加させてい

ただいておりますが、グリッドコード検討会のほうは接続コードということで一番基本に

なる部分を議論するということで、コスト負担等については検討会のスコープ外だという

ふうに説明を受けております。と言いましても、現実に系統のために必要なものを入れてい

くとコストがかかってしまいますので、全体の運用の中で、どこかでコストのことについて

も評価をしていただけるようにしていただければと思います。 

 あと、もう一点は、これも他の先生からも出ておりますけれども、中長期的に設備対応が

必要なものについては早めにやったほうがいいというのもありますが、一方で使うかどう

かも分からないということもあります。で、今日の１つ目の議論でもあったように、エリア

によっても随分状況が違うということがありますので、一番基本となる接続コードについ

て、何でも一律決めればいいというものではないのかなと思っておりますので、その辺につ

いても接続コードで決めるべきことと、それ以外の運用コードとか、市場のほうでやること

というのについても、総合的に勘案しながら決めていっていただければと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。念のために、今、言われたのは火力についてのご意見なのか、全

体に関するご意見なのかというのは。 

○中澤オブザーバー 

 すみません。火力についても気になるところはございますし、恐らく他の太陽光や風力さ

んのほうもそれぞれ別なところで気になるところがあるのではないかと思いましたので、

一般論としてはそういうことなのかなとも思って発言させていただきました。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。はい。 

 それでは、いろいろ意見を頂きました。複数の視点がありましたし、若干同じ意見または
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コメントを頂いたところもございました。 

今から事務局と広域機関から可能なコメントを頂きたいと思います。まず、広域機関さんか

らコメントを頂けないでしょうか。 

○本澤オブザーバー 

 いろいろとコメントを頂きましてありがとうございます。中長期に関してご指摘いただ

いたとおり、リードタイムといったところも意識しつつ、可能な限り必要なものは早期に決

めていくといったところを拝承でございます。その議論をしっかりと進めていきたいと思

います。ありがとうございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは、事務局からいかがでしょうか。 

○小川電力基盤整備課長 

 さまざまご意見ありがとうございました。基本は本日お示ししたようなガイドラインと、

あとただちに義務というところを中長期の要件にしても需要側の要件にしても、２つを使

い分けることで、望ましいものを示しつつ、それを直ちに全部に義務化するのか、一部から

なのかも含めて、それはまた別の議論と。この２つの議論を分けて、具体的な項目に即して

今後検討していく必要があるのかなというふうに考えました。 

 事務局からは以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。火原協の中澤オブザーバーは、これ

は前回の挙手ですか。 

○中澤オブザーバー 

 すみません。下ろします。 

○荻本座長 

 はい、大丈夫です。ほかはいかがでしょうか。一瞬出たと思うんですけれども、海外のメ

ーカーさんのことを考えるとか、または日本のメーカーさんが海外に出ていくというよう

なことを考えたときに、グリッドコードの考え方というのは何か工夫する余地が必要なの

か、あるのか、この辺りはいかがでしょうか。もし、可能でしたら、広域機関さんからコメ

ントを頂ければと思いますが。 

○本澤オブザーバー 

 コメントありがとうございます。海外の動向といったところも広域のほうでいろいろと

調べさせていただいております。もちろん日本だけに特化したような規程といったところ

はよろしくないといったところもあるかと思いますし、一方で国ごとに事情も違ってくる

ので、多少パラメーター等々を含めて差異が出てくるといったところも事実だと思います。

そこはしっかりと海外もにらみながら検討していくということが必要だろうというふうに

認識しております。 

 一方で荻本先生がおっしゃるように、海外に逆に参入することも見据えつつ、日本の規定
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をしていくといったところも一つの視点かなとは承知しておりますので、そういったとこ

ろも考慮させていただければと思います。ありがとうございます。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。オブザ

ーバーの方々を含めてということですが、よろしいでしょうか。はい。 

 それでは、どうもありがとうございました。全体を通して、もしご意見やご質問等があれ

ばお願いしたいと思いますが、よろしいですか。はい。 

 

３．閉会 

 

○荻本座長 

 それでは、本日の議事３つはおかげさまで終了しました。本日もと言っていいと思います

が、有意義なご意見を多数頂いたというふうに思っております。 

 本日のワーキンググループでは、議題１の再エネ出力の長期見通しということにつきま

しては、各社による算定結果や低減対策の効果について説明をいただきました。 

これをどう解釈するか、またはこれを誤解のないようにわれわれが役に立てるためにはど

ういう情報を出していかないといけないかというような、将来に向けてのコメントを頂い

たと思います。 

 それから、議題２の北海道の調整力制約の対応では、シミュレーション結果のご報告と今

後の方向性をご提示いただきました。前回は若干議論が少なかったんですが、今日は非常に

たくさんのご意見を頂きまして、どうもありがとうございます。北電ネットワークと事務局

におかれましては、本日のご意見等を踏まえて、調整力必要量と○1から○3、それから運用を

考慮した需給調整解析とか、必要な検討を進めて、できればということですけれども、設備、

運用全体の経済性というようなご意見も頂きました。可能な範囲でそれらも含めた解析評

価を進めていただけばと思いますし、その結果については大量導入小委員会および本ＷＧ

にご報告をいただくようにお願いをしたいと思います。 

 議題３のグリッドコードについては、中長期的に必要な技術要件等についてさまざまご

意見を頂きました。方向性には異論はなかったということだろうと思います。ただ、カーボ

ンニュートラルまたは新しい 2030年の在り姿、このようなものが大きく変わっている現在

ですので、こういうこともにらみながら、具体的な検討を進めていただければと思います。 

 以上で、第 36回系統ワーキンググループを閉会いたします。どうもありがとうございま

した。 

 

 

 


